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はじめに

本市におきましては、「一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」を

基本理念に定め、市民一人ひとりが住み慣れた地域で、共に助け合いながら、安心し

て暮らすことのできるまちづくりを進めています。

本市の自殺対策については、令和２年３月に「田辺市第１期自殺対策計画」を策定

し、これまで「自殺予防週間」「自殺対策強化月間」における啓発活動や、自殺対策を

支える「ゲートキーパー養成講座」などのほか、保健、福祉、教育、産業などあらゆ

る分野の施策を「生きることの包括的な支援」として推進してまいりました。

本市における自殺者数、自殺死亡率は、増減を繰り返しながら推移していますが、

令和 4年から 5年にかけては増加しています。自殺に至るまでには多様かつ複合的な

原因や背景が連鎖しているといわれており、引き続き、国や県、関係機関と連携しな

がら、自殺対策を総合的に推進していくため、「誰も自殺に追い込まれることのない

いのち支える田辺市をめざして」を基本理念とした「田辺市第２期自殺対策計画」を

策定いたしました。

本計画に基づき、一人ひとりが希望をもちながら、健康で心豊かに暮らすことがで

きる「誰も自殺に追い込まれることのない」まちづくりをより一層推進してまいりま

す。

令和 7年 3月

田辺市長 真 砂 充 敏
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１ 自殺対策計画の策定

（１） 計画策定の背景と趣旨

平成 18 年 10 月に自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）が施行され、それまで「個人的な問題」

とされてきた自殺が「社会的な問題」として広く認識されるようになりました。

この間、国を挙げて社会全体で自殺対策が進められるようになり、年間３万人を超えていた我が国の

自殺者数は２万人台に減少してきました。しかしながら、自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺者数）

は、依然として主要先進７か国の中では最も高い状況が続いています。

自殺対策基本法施行 10 年目の平成 28 年４月には、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実

現をめざし、自殺対策を更に強化するため、全ての都道府県及び市町村に「地域自殺対策計画」を策定

すること等を定めた法改正が行われました。

自殺は、その多くが追い込まれた末の死と言われ、自殺に至るまでには、精神保健上の問題だけでな

く、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立等の様々な社会的要因があることが知られ

ています。多様化する社会に生きる私たちにとって、自殺に追い込まれるという危機は、いわば「誰に

でも起こり得る危機」であります。そのため自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他関連施

策と様々な分野で連携が図られ、「生きることの包括的な支援」として実施されなければなりません。

こうした状況を背景に、本市では自殺対策を全庁的な取り組みとして総合的に推進するため、「田辺

市第１期自殺対策計画」～誰も自殺に追い込まれることのない いのち支える田辺市をめざして～（以

下「前計画」という。）を令和２年３月に策定しました。

前計画の計画期間が令和６年度をもって終了するにあたり、新型コロナウイルス感染症拡大をはじめ

様々な社会状況等の影響や、令和４年 10 月に閣議決定された新しい「自殺総合対策大綱」、令和５年４

月に策定された「第２期和歌山県自殺対策計画」等の内容を十分に踏まえながら、引き続き「生きるこ

との包括的な支援」として、「誰も自殺に追い込まれることのない田辺市」をめざし「田辺市第２期自殺

対策計画」（以下「本計画」という。）を策定します。
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（２） 計画の位置付け

本計画は、本市における自殺対策についての基本的な方針を定め、「生きることの包括的な支援」とし

て施策を推進するための計画です。自殺対策基本法第 13 条第２項に定める「市町村自殺対策計画」位

置付けられるもので、国の自殺総合対策大綱（３ページ）や和歌山県自殺対策計画を参考に、本市の実

情に応じ策定します。

また、「田辺市総合計画」を最上位の、「田辺市地域福祉計画」を保健福祉分野の上位計画と位置付け

るとともに、各分野の関連計画との整合性を図ります。
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主な法律・制度の施行・改正等

平成 18 年 ●「自殺対策基本法」制定

平成 19 年
●「自殺総合対策大綱」

・自殺防止対策の基本的な認識が示される

平成 28 年

●「自殺対策基本法の一部を改正する法律」の施行

・国は、都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画に基づいて当

該地域の状況に応じた自殺防止対策のために必要な事業、その総

合的かつ効果的な取り組み等を実施する都道府県・市町村に対し

て交付金を交付

平成 29 年

●改正「自殺総合対策大綱」閣議決定

・地域レベルの実践的な取り組みへの支援強化等

・平成 38（2026）年までに自殺死亡率を平成 27（2015）年と比べ

て 30％以上減少させる

令和４年
●「改訂・自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現を目指して～」が閣議決定

自殺総合対策大綱(令和４年 10 月 14 日閣議決定)のポイント

自殺総合対策の

基本理念
●誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

自殺の現状と自

殺

総合対策におけ

る

基本認識

●自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

●年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている

●新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進

●地域レベルの実践的な取り組みを PDCA サイクルを通じて推進す

る

自殺総合対策の

基本方針

１.生きることの包括的な支援として推進する

２.関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む

３.対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる

４.実践と啓発を両輪として推進する

５.国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割

を明確化し、その連携・協働を推進する

６.自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する

自殺総合対策の

数値目標

●令和８年（2026）までに、自殺死亡率を平成 27年（2015）と比

べて 30％以上減少させる
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（３） 計画の期間

国が示す自殺対策の指針である自殺総合対策大綱は、平成 19 年６月に初めて策定された後、概ね５

年を目途に見直され、現行の自殺総合対策大綱は令和４年 10 月に閣議決定されています。

こうした国の動きや県の施策動向と併せ、地域の実情や社会状況等の変化に対応するため、前計画は

令和２年度から令和６年度までの５年間を、本計画においても令和７年度から令和 11 年度までの５年

間を計画期間とします。

（単位：年度）
令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和10 令和11 令和12 令和13

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

策定

策定

（４） 計画の基本理念

田辺市総合計画の「一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」、田辺市地域福祉計画

の、誰一人取り残されない「地域共生社会の実現」をめざす計画として、自殺総合対策大綱の基本理

念「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」のため、次のとおり基本理念を定めます。

誰も自殺に追い込まれることのない いのち支える田辺市をめざして

次期計画

（令和 12 年度～）

第 1期計画

(令和 2～６年度)

第２期自殺対策計画

（令和7～11年度）
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２ 自殺に関する社会動向と田辺市の現状

（１）近年の社会動向

我が国では、平成 15 年をピークに自殺者数が減少しているものの、自殺死亡率は主要先進７か国

（アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、日本、フランスのことで、以下「先進国」とい

う。）の中でも最も高く、毎年２万人以上の方が自殺によって命を落としています。また、減少傾向に

あった自殺死亡率が新型コロナ禍で下げ止まっています。

■自殺者数の推移               

■都道府県別の自殺率の比較（令和４年、令和５年）

人
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（２）自殺者数の推移

近年の田辺市の自殺者数をみると、平成 21年に 27 人、22年に 28 人となり、その後は増減しな

がらも全体的に 20人以下で減少傾向にありましたが、令和 5年は 23人と増加しています。

男女別では男性の自殺者が多い傾向にあり、年齢別にみると男性は 50 歳代の割合が最も高く、

次いで 40 歳代となっています。女性では 60歳代の割合が最も高く、次いで 70 歳代となっていま

す。また、男性に比べ 40歳代以下の自殺者が少ない傾向となっています。

■田辺市の自殺者数の推移

（人）

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

■田辺市の男女別・年齢別自殺者の割合（平成 21 年～令和５年合計）

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（３）自殺死亡率の推移

人口 10 万人あたりの自殺死亡者数である自殺死亡率の推移について、田辺市の数値と全国の数値

を比較すると、国の数値を上回っていましたが、令和元年に大きく減少しています。コロナ禍の令和

２年以降は国や県の数値と近似していましたが、令和５年は国や県の数値を上回っています。

■自殺死亡率の推移（全国、和歌山県、田辺市）

資料：特別集計（地域自殺実態プロファイル）Ｈ29～Ｒ５

（人口：10 万対）
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18.9 19.2 18.1 
19.8 

33.0 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
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田辺市 全国

（４）男女別・年代別自殺死亡率

平成 21 年から令和５年における男性の年齢別自殺死亡率（人口 10 万対）をみると、国に近似する

数値となっていますが、40 歳代から 60歳代の自殺死亡率は国の数値を上回っています。

平成 21 年から令和５年における女性の年齢別自殺死亡率（人口 10 万対）をみると、概ね国に近似

する数値となっていますが、60 歳代以上の自殺死亡率が国の数値を上回っています。

■男女別・年代別自殺死亡率（平成 21 年～令和５年合計）

【男性】

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」Ｈ21～Ｒ５

【女性】

資料：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」Ｈ21～Ｒ５

（人口：10 万対）

（人口：10 万対）
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有職者
40.1%

学生・生徒等
1.1%主婦・主夫

5.7%
失業者
2.7%

年金・雇用保
険等生活者

19.8%

その他の無職者
30.2%

不詳
0.4%

（５）自殺者の原因・動機別人数

自殺者の原因・動機についてみると、平成 21 年から令和５年においては、「健康問題」が最も多く、

次いで「家庭問題」「経済・生活問題」となっています。

■原因・動機別自殺者数

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

（６）自殺者の職業別割合

職業別についてみると、平成 21 年から令和５年においては、「有職者」が 40.1％で最も多く、次

いで「その他の無職者」、「年金・雇用保険等生活者」、「主婦・主夫」となっています。

■自殺者数の職業別割合

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

48
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46

29

7

1

9

82
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健康問題

経済・生活問題

勤務問題

男女問題

学校問題

その他

不詳

0 20 40 60 80 100 120
原因・動機別自殺者の割合 （人）
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３ 団体ヒアリング調査の実施

本計画の策定にあたり、様々な活動に取り組む団体からの意見を通じて、地域の現状と課題、各団

体の自殺対策問題に対する考え方等を把握し、計画策定の資料とすることを目的に、団体ヒアリング

調査を実施しました。

（１）調査の概要

■回収状況： ①スクールカウンセラー11 名

②学校関係（小・中学校の教職員等）37 校

③地域団体等(民生児童委員協議会等)４団体

④商工農業漁業関係等（商工会議所等）３団体

■調査期間： 令和６年９月中旬～下旬

■調査方法： メール等でヒアリングシートを配布し、記入・返信を依頼。

■調査結果の見方：

・回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で

四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から一つの選択肢を選ぶ方式）であっ

ても合計値が 100％にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、グラフ、表に

おいても同様です。

・複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢ごとの有

効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100％を超える場合があり

ます。

・図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難

なものです。

・図表中の「n（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当

する人）を表しています。
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はい, 
27.3

いいえ, 
54.5

不明・無回
答, 18.2

はい, 36.4

いいえ, 
63.6

（２）結果の概要

① スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー

コロナの影響について

■コロナ禍以前と比較して、児童・生徒の相談の傾向や悩みについて変化を感じていますか。

（１つに○）

○最も多い回答は「いいえ」の 54.5％で、次いで「はい」が 27.3％でした。

        ｎ=11 （％）

自死の相談について

■在籍している児童・生徒自身の自死に関する相談や対応を行ったことはありますか。（過去に一度

でもあれば「はい」とお答えください。）（１つに○）

○最も多い回答は「いいえ」の 63.6％で、次いで「はい」が 36.4％でした。

      ｎ=11 （％）
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18.2

72.7

18.2

18.2

27.3

36.4

0.0

18.2

45.5

18.2

関係機関・団体の活動を周知する機会を増や

す（情報の普及啓発等）

児童・生徒に対するSOSの出し方に関する教育

の推進

教職員に対する普及・啓発

専門職による対面カウンセリングの充実

保護者や教職員とのコミュニケーションの強化

児童・生徒の定期的なストレスチェックの推進

SNSや電話など、対面しないタイプのカウンセリ

ングの充実

精神科医など、医師によるケア

いじめや生きることの包括的支援（自殺）など

の問題を扱う授業や講演会の開催

その他

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

63.6

36.4

0.0

72.7

18.2

54.5

9.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自殺予防に関する周知・啓発

うつ病等についての普及・啓発

自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関す

る調査研究

家族や知人等を含めた支援者への支援

地域における心の健康づくりの推進

インターネットやSNS等の活用、正しい利用方

法の周知・啓発

遺族・遺児等への支援

自殺対策や健康づくりについて

■児童・生徒に対する自殺対策やこころの健康づくりに関連する事業に関して、特にどのようなこと

が必要だと思いますか。（○は３つまで）

○最も多い回答は「児童・生徒に対する SOS の出し方に関する教育の推進」が 72.7％でした。

                ｎ=11 （％）

自殺対策やこころの健康づくりを推進するにあたり、重要な取り組みについて

■周知・啓発、支援等に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も多い回答は「家族や知人等を含めた支援者への支援」が 72.7％で、次いで「自殺予防に関する

周知・啓発」で 63.6％でした。

                ｎ=11 （％）
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5

4

2

連携している

連携していない

不明・無回答

0 1 2 3 4 5 6

■体制整備、人材確保・養成に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も多い回答は「様々な分野におけるゲートキーパーの養成」が 63.6％で、次いで「様々な悩みに

対応した相談窓口の設置」で 54.5％でした。

                ｎ=11 （％）

連携の可否について

■貴機関では、活動の中で他の関係機関・団体と連携していますか。（○は１つ）

○最も多い回答は「連携している」が５件で、次いで「連携していない」が４件でした。

               ｎ=11 （件）

※ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気付き、適切な対応（気付き、声をかけ、話を聞

いて、必要な支援につなげ、見守る）ことができる人のことです。

9.1

63.6

54.5

0.0

9.1

45.5

27.3

36.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

市役所への自殺対策の専任職員の配置や

専任部署の設置

様々な分野におけるゲートキーパーの養

成

様々な悩みに対応した相談窓口の設置

危険な場所、薬品等の規制等

自殺対策に関わる民間団体の支援

適切な精神保健医療が受けられる体制づ

くり

地域やコミュニティを通じた見守り・支え合

い

自殺未遂者への支援



14

5

2

2

0

2

同じ目的を持つ他の関係機関・団体と連携をとりた

い

目的にかかわらず、幅広い分野で他の関係機関・

団体と連携をとりたい

その他

特に連携をとるつもりはない

不明・無回答

0 1 2 3 4 5 6

連携の内容について

■どのような内容の連携を行っていますか。（あてはまるもの全てに○）

○最も多い回答は「メンバー間の相互交流や情報交換」が 80.0％で、次いで「合同での研修や勉強会

の開催」と「その他」が 20.0％でした。

               ｎ=11 （％）

今後の連携について

■他の関係機関・団体との今後の連携についてどうお考えですか。（○は１つ）

○最も多い回答は「同じ目的を持つ他の関係機関・団体と連携をとりたい」が５件でした。

                  ｎ=11 （件）

80.0

20.0

0.0

0.0

20.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

メンバー間の相互交流や情報交換

合同での研修や勉強会の開催

イベント等の共同開催

日常的な活動の共同実施

その他
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自由回答

主
な
ご
意
見

●児童・生徒が SOS を出せるよう、家庭や学校が児童・生徒にとって安心できる場とな
ることが求められる。自尊心や自己肯定感を優先した子育てや教育の大切さが共有さ
れることを望む。

●まず、校内での情報の共有化と各分掌での役割分担の明確化が大切である。その上で課
題や問題意識について改善策を構築することが必要である。場合によっては、関係機関
等との連携も有効であると思われる。

●個人的に、関係団体で研修させていただいているが、ぜひ田辺市でも、研修の場を設定
していただきたい。

●若い頃は、自分に自信がなく、自分は人と違っているのではないかと密かに悩み相談で
きずにいる人が多いのでないか。集団生活の中で自信をなくす。自分を大切にするに
は、まず自分を知ることが大切で、みんなとは違う感じ方が悪いのではなくて、そこに、
その人らしさ、特性（良さ）が隠れていることが多い。どこがどう違うのか、それがわ
かれば、自分を好きになれるし、自分のいいところを大切にできる大人になれると思
う。

●教職員や保護者が思春期の心身の成長に関する理解を深めることができるような取り
組みが必要だと思われる。
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児童・生徒の自

殺対策やこころの

健康づくりという

目的に向けて活

動を強化したい
64.9

保護者・家族の自殺

対策やこころの健康づ

くりを進めたい
5.4

他の専門機関等

との交流を中心

として進めたい
13.5

メンバーの意見を

聞いたうえで考え

たい
13.5

その他
2.7

18.9

64.9

37.8

32.4

43.2

29.7

5.4

13.5

16.2

5.4

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

関係機関・団体の活動を周知する機会を増やす（情報の普及啓発等）

児童・生徒に対するSOSの出し方に関する教育の推進

教職員に対する普及・啓発

専門職による対面カウンセリングの充実

保護者や教職員とのコミュニケーションの強化

児童・生徒の定期的なストレスチェックの推進

SNSや電話など、対面しないタイプのカウンセリングの充実

精神科医など、医師によるケア

いじめや生きることの包括的支援などの問題を扱う授業や講演会の開催

その他

不明・無回答

② 学校関係（小・中学校の教職員等）

今後の自殺対策等について

■自殺対策やこころの健康づくりに関連する事業に関して、今後はどのように進めていきたいと考え

ていますか。（１つに○）

○最も多い回答は「児童・生徒の自殺対策や心の健康づくりという目的に向けて活動を強化したい」

の 64.9％でした。

      n=37 （％）

今後の自殺対策等について

■自殺対策やこころの健康づくりに関連する事業に関して、今後はどのように進めていきたいと考え

ていますか。（１つに○）

○最も多い回答は「児童・生徒に対する SOS の出し方に関する教育の推進」で 64.9％でした。

             n=37 （％）
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自殺対策やこころの健康づくりを推進するにあたり、重要な取り組みについて

■周知・啓発、支援等に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も多い回答は「インターネットやＳＮＳ等の活用、正しい利用方法の周知・啓発」が 56.8％で、

次いで「自殺要望に関する周知・啓発」で 54.1％でした。

                   n=37 （％）

■体制整備、人材確保・養成に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も多い回答は「様々な分野におけるゲートキーパーの養成」と「地域やコミュニティを通じた見

守り・支え合い」でともに 56.8％でした。

                   n=37 （％）

54.1

35.1

10.8

40.5

29.7

56.8

5.4

2.7

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0

自殺予防に関する周知・啓発

うつ病等についての普及・啓発

自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究

家族や知人等を含めた支援者への支援

地域における心の健康づくりの推進

インターネットやSNS等の活用、正しい利用方法の周知・啓発

遺族・遺児等への支援

その他

不明・無回答

16.2

56.8

35.1

8.1

13.5

40.5

56.8

2.7

5.4

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0

市役所への自殺対策の専任職員の配置や専任部署の設置

様々な分野におけるゲートキーパーの養成

様々な悩みに対応した相談窓口の設置

危険な場所、薬品等の規制等

自殺対策に関わる民間団体の支援

適切な精神保健医療が受けられる体制づくり

地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い

自殺未遂者への支援

その他

不明・無回答
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活動の連携について

■貴校では、活動の中で他の関係機関・団体と連携していますか。（○は１つだけ）

○最も多い回答は「連携している」で 56.8％、次いで「連携していない」が 37.8％でした。

         n=37 （％）

今後の連携について

■どのような内容の連携を行っていますか。（あてはまるもの全てに○）

○最も多い回答は「メンバー間の相互交流や情報交換」で 61.9％、次いで「合同の研修や勉強会の開

催」の 28.6％でした。

                     n=37 （％）

61.9

28.6

14.3

9.5

23.8

4.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

メンバー間の相互交流や情報交換

合同での研修や勉強会の開催

イベント等の共同開催

日常的な活動の共同実施

その他

不明・無回答

連携している
56.8

連携していない
37.8

不明・無回答
5.4
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今後の連携について

■他の関係機関・団体との今後の連携についてどうお考えですか。（○は１つだけ）

○最も多い回答は「同じ目的を持つ他の関係機関・団体と連携をとりたい」で 59.5％、次いで「目的

に関わらず、幅広い分野で他の関係機関・団体と連携をとりたい」の 29.7％でした。

                      n=37 （％）

自由回答

主
な
ご
意
見

●地域やコミュニティでの温かなコミュニケーションがこころの健康づくりに大きな
支えとなると思う。悩みを抱える方に、まわりの人々が気づき、声をかけたり、手助
けしたりしやすい体制が田辺市全体にできれば、みんながより幸せに暮らしていける
と思う。

●自殺対策について深く考える機会がこれまでなかったが、こころの健康づくりとも関
わった対策マニュアルや事例集等があればいいと思う。参考にして取り組める内容か
ら実施していきたい。

●支援制度の充実と並行して、悩みを抱えた人を孤立させないような互いに支え合える
環境作り、地域作りが大切だと感じる。

59.5

29.7

2.7

2.7

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

同じ目的を持つ他の関係機関・団体と連携をとりたい

目的にかかわらず、幅広い分野で他の関係機関・団体と連携をとりたい

その他

特に連携をとるつもりはない

不明・無回答
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田辺市全域
50.0

西牟婁圏域
50.0

機関・団体メンバーの自

殺対策やこころの健康

づくりを中心に進めたい
25.0

仲間づくりや交流を中

心として進めたい
25.0

機関・団体メンバーの意

見を聞いたうえで考えた

い
50.0

不明・無回答
0.0

③ 地域団体(民生児童委員協議会等)

活動範囲について

■貴機関・団体の主な活動範囲はどこですか。（○は１つだけ）

○「田辺市全域」と「西牟婁圏域」それぞれ 50.0％でした。

        n=４ （％）

今後の自殺対策等について

■自殺対策やこころの健康づくりに関連する事業に関して、今後はどのように進めていきたいと考え

ていますか。（○は１つだけ）

○最も多い回答は「機関・団体メンバーの意見を聞いたうえで考えたい」が 50.0％でした。

       n=４ （％）
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関係機関・団体の活動を住民

に周知する機会を増やす（広報

への掲載等）
25.0

関係機関と地域の団体（自治

会等）との交流・連携の機会

を設ける
50.0

活動の担い手となる

人材育成を充実する
25.0

今後の住民の理解と協力について

■自殺対策やこころの健康づくりに関連する事業に関して、今後、活動への住民の参加や理解・協力

を得るために、特にどのようなことが必要だと思いますか。（○は１つだけ）

○最も多い回答は「関係機関との地域の団体（自治会等）との交流・連携の機会を設ける」が 50.0％

でした。

      n=４ （％）

自殺対策やこころの健康づくりを推進するにあたり、重要な取り組みについて

■学校・職場等における対策に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も多い回答は「児童・生徒に対する SOS の出し方に関する教育の推進」が 75.0％でした。

                  n=４ （％）

25.0

75.0

50.0

50.0

25.0

0.0

50.0

25.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

児童・生徒に対する自殺対策に関する教育の実施

児童・生徒に対するSOSの出し方に関する教育の推進

教職員に対する普及・啓発

いじめを苦にした子どもの自殺予防

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

長時間労働の是正

ハラスメント予防対策の推進

その他



22

■周知・啓発、支援等に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も多い回答は「インターネットや SNS 等の活用、正しい利用方法の周知・啓発」が 100.0％でし

た。

                  n=4 （％）

体制整備等について

■体制整備、人材確保・養成に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も多い回答は「地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い」が 75.0％でした。

                                       n=4 （％）

75.0

50.0

25.0

0.0

50.0

100.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自殺予防に関する周知・啓発

うつ病等についての普及・啓発

自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究

家族や知人等を含めた支援者への支援

地域における心の健康づくりの推進

インターネットやSNS等の活用、正しい利用方法の周知・啓発

遺族・遺児等への支援

50.0

50.0

50.0

0.0

0.0

25.0

75.0

0.0

25.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

市役所への自殺対策の専任職員の配置や専任部署の設置

様々な分野におけるゲートキーパーの養成

様々な悩みに対応した相談窓口の設置

危険な場所、薬品等の規制等

自殺対策に関わる民間団体の支援

適切な精神保健医療が受けられる体制づくり

地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い

自殺未遂者への支援

その他
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自由回答

主
な
ご
意
見

●平素から白浜レスキューネットワークとの連携を行っており、県外から自暴自棄にな
って三段壁に来られる方、思いつめて電話をかけてこられる方、様々な事情を抱えた方
と出会う。とにかく共同生活の場があることで、「いつでも困ったらおいでよ」と言え
ることが、安心につながっており、来られてもなじめず出ていかれる方もおられるが、
反対に出戻られる方もおられる。いつでもどんなときでも、受け入れますよという体制
の安心感は大きいと思う。

●特に男性が社会から孤立し、アルコール等に依存して状況が悪化するということにも
出会う。

●社会とのつながりを持ち続けられる関わりをつくっていくことが大切である。

●外に相談できる状況や社会が寛容になっていくような働きかけができるようにしたい
と思う。ひとりぼっちは本当に良くないので、なんとかしたい。

●「話し相手がおらず、寂しい」というような訴えは男性が多い。男性は目的がなければ
外出しようとしないことが多く、孤立しがちである。
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33.3

66.7

0.0

33.3

0.0

33.3

0.0 20.0 40.0 60.0

組織の加入者に対する自殺対策に関する普及啓発の実施

組織の加入者に対する健康保持・増進の取り組みの実施（健康診断・メンタルヘルス等）

組織の加入者に対する生きがいづくりのイベントの実施

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

長時間労働の是正

ハラスメント予防対策の推進

④ 商工農業漁業関係等（商工会議所等）

今後の自殺対策等について

■自殺対策やこころの健康づくりに関連する事業に関して、今後はどのように進めていきたいと考え

ていますか。（○は１つだけ）

○「メンバーの自殺対策やこころの健康づくりを中心に進めたい」と「メンバーの意見を聞いたうえ

で考えたい」「その他」が同数でした。

                                       n=３ （件）

自殺対策やこころの健康づくりを推進するにあたり、重要な取り組みについて

■職場等における取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も高い回答は「組織の加入者に対する健康保持・増進の取り組みの実施（健康診断・メンタルヘ

ルス等）」が 66.7％でした。

                                          n=３
（％）

0

1

0

0

1

1

0

地域住民の自殺対策やこころの健康づくりという目的に向けて公益的な活動を強化したい

メンバーの自殺対策やこころの健康づくりを中心に進めたい

仲間づくりや交流を中心として進めたい

専門機関等との連携を強化したい

メンバーの意見を聞いたうえで考えたい

その他

不明・無回答

0 1



25

33.3

66.7

33.3

0.0

33.3

33.3

0.0

33.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自殺予防に関する周知・啓発

うつ病等についての普及・啓発

自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究

家族や知人等を含めた支援者への支援

地域における心の健康づくりの推進

インターネットやSNS等の活用、正しい利用方法の周知・啓発

遺族・遺児等への支援

その他

■周知・啓発、支援等に関する取り組み（あてはまるもの３つまでに○）

○最も高い回答は「うつ病等についての普及・啓発」が 66.7％でした。

                                       n=３ （％）

自由回答

主
な
ご
意
見

●自殺は年齢、経緯、原因が多岐にわたり、外からは見えにくくプライバシーに関わるこ
とのため、対策が難しいと思われる。専任職員の配置や専任部署の設置も一つの対策と
思うが、特定の部署にとどまらず市全体としての取り組み（庁内連絡会議の機能強化）
をお願いしたい。
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４ 自殺対策計画策定のためのワークショップの実施

本市の自殺対策における現状と課題を洗い出し、本計画策定のための基礎資料とするとともに、計

画策定過程から庁内の関係課等が参画することで、自殺総合対策についての認識を深め、相互の施策

や相談窓口等の情報共有を促し、全庁的な自殺対策推進の基盤強化を図ることを目的に、ワークショ

ップを開催しました。

（１）実施の概要

■参加対象：庁内関係課（16課室）

やすらぎ対策課/福祉課/子育て推進課/男女共同参画推進室/

学校教育課/人権推進課/健康増進課/自治振興課/商工振興課/生涯学習課/企画広

報課/建築課/市民課/総務課/収納課/障害福祉室

   関係機関

社会福祉協議会

■開催日時：令和６年９月 25日（水）13：15～15：00

■開催場所：市役所２階 大会議室

■調査方法：「自殺対策」という分野の特性上、議論の収束や解決策の提示は困難（慎重な議論が必要）

であることを踏まえ、「発散型（多様な意見を数多く出す）」のグループワーク形式にて

開催しました。

■グループ分け：各施策の「主な担当課」を参考に３つのグループ分け、「現場で感じる課題や思い」

について、気づきや意見等を付箋に書き出し掲出しました。

Ａ
【基本施策１】地域・庁内組織におけるネットワークの強化

【基本施策３】住民への啓発と周知

Ｂ
【基本施策５】児童・生徒の「SOS の出し方に関する教育の実践」

【生きる支援の関連施策】

Ｃ

【基本施策２】自殺対策を支える人材育成の強化

【基本施策４】生きることの促進要因への支援

【重点施策：高齢者への支援】
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（２）実施の結果

① グループＡ

テーマ① 地域・庁内組織におけるネットワークの強化

 住民からの第一報があった際の総合窓口があればよい
 相談窓口の一本化
 地域のつながりがめんどくさい＝つながりづくりをしようとしない
 地域住民のつながりについて地域力低下
 地域コミュニティの強化
 飲みにケーション・弱いことを言える＝悪いことではない
 つながりのエネルギーがない
 つながれる場に出てこない
 おせっかいする人がいない
 どこかにつなげる場合か、判断するところ
 健康、高齢、障害等生きにくさについて連携
 話を聞いてあげるだけ
 寄り所がある
 居場所づくり
 そんな人材の育成ができていない
 市の体制がわからない
 ネット上のコミュニティ
 ネット上でのつながりをつくる
 個人情報の共有
 個人情報のやりとり

テーマ② 住民への啓発と周知

 相談できる窓口があることを周知する
 相談窓口の周知
 見える化 サロン等
 言葉、人の顔が分かる
 障害者年金制度の周知

 広報による啓発
 ことばの強さ
 傾聴の大切さ
 講演会、学習会の開催
 オープンの場
 自殺を考えたことがある人の話、実話をきく
 口に出せる人➝さびしい➝解放されている
 自殺に至る背景について正しく知る人の弱さを

さらすことは悪いことではない
 「死にたい」と感じることは、決して恥ずかしい

ことではない、ということの周知をした方がよい
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② グループＢ

テーマ③ 児童・生徒の SOS の出し方に関する教育の実践

■現状について

 傷つかないように育てられている
 ネグレクト家庭が増
 ネグレクト家庭
 希薄

■課題について

 厳しさとゆるみ
 わからない敵
 経験不足
 対処法がわからない
 ネットで友達
 ネットリテラシー
 ＳＮＳの悪口
 ＳＮＳ
 ＳＮＳでのいじめ
 いじめ
 生きてる実感↔リストカット
 困り感わからない

↑親に助けられてない子
 SOS の出し方わからない
 ストレス耐性が減
 社会でのストレス対処 学べていない
 何の罪の意識なく、線がわからない

■前向き

 ネットでの相談
 リアルな友達
 リアルの友達 大切
 スポーツを通して困難をのりこえる

■教育について

 道徳の授業
 生活アンケート
 いのちの大切さ授業
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③ グループＣ

テーマ④ 自殺対策を支える人材育成の強化

 相談者の性格を見分ける
 阻害要因があれば、聞いてあげること
 話をきく
 話せる人を作る
 部署をこえて相談を共有する
 住み分け（それぞれの役割）
 精神障害（うつ病等）の理解
 関係機関を増やし共有（情報の）

テーマ⑤ 生きることの促進要因への支援

 地域コミュニティをつくる
（生活支援整備事業）

 地域コミュニティとのつながりを持つ
 社会参加する
 仕事、ボランティア、自己評価を高めてもらう
 小さなメンタル不調の相談をする
 こころのサポーターをふやす
 症状、変化に気づく

テーマ⑥ 高齢者への支援

 いつまでも働いてもらう
 必要とされている実感
 生きがいを見つけること
 ボランティアを紹介する
 役割が必要
 介護認定してなくてもケアマネ

がついて支援する
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５ 本市における自殺の特徴（まとめ）

現     状

総 論 ●田辺市は、毎年のばらつきが見られるものの、コロナ禍以降、令和４年まで概ね

国や和歌山県の数値と近似している。

●令和元年に自殺者数が減少したが、コロナ禍を経て近年は横ばいで、令和５年に

再び増加に転じている。

●男性は、50 歳代の自殺者が多い。女性では、60 歳以上の自殺者がやや多い。

「性別年代別」「同居の有無別」「職業の有無別」の自殺者数（令和元年から令和５年）をみると、

「男性 40～59 歳 有職 同居」「男性 60 歳以上 無職 同居」「男性 40～59 歳 無職 同居」

が多くなっています。

上位５区分（順位）
※R１～R５の自殺者数の合計値

による順位

割合

自殺死亡率

(人口：

10 万対)

背景にある主な自殺の危機経路（注）

１
位

男性 40～59 歳有職同居 24.4% 54.5
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕
事の失敗→うつ状態→自殺

２
位

男性 60歳以上無職同居 15.4% 45.6
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋
身体疾患→自殺

３
位

男性 40～59 歳無職同居 10.3% 287.6
失業→生活苦→借金＋家族間の不和→うつ状
態→自殺

４
位

女性 60歳以上無職同居 10.3% 18.3 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺

５
位

男性 60歳以上有職同居 7.7% 27.5
①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコール
依存→うつ状態→自殺／②【自営業者】事業不
振→借金＋介護疲れ→うつ状態→自殺

注）和歌山県田辺市（住居地）の 2019～2023 年の自殺者数は合計 78 人（男性 60 人、女性 18 人）であった。

注）順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。

注）自殺死亡率の母数（人口）は令和２年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。

注）「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にした。自殺者の特性別に見て代表的と考えられる経路

の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではないことに留意いただきたい。

資料:地域自殺実態プロファイル 2024【和歌山県田辺市】
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６ 基本的な考え方

（１）自殺対策の基本方針

本市では、自殺総合対策大綱を踏まえ、以下の５点を自殺対策における「基本方針」とします。

１．生きることの包括的・重層的な支援として推進

個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きるこ

との促進要因」より、失業や多重債務、生活困窮等の「生きることの阻害要因」が上回ったときに、

自殺リスクが高まるとされています。

自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加えて、「生きることの促進要因」を増

やす取り組みを行い、双方を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要があります。

自殺防止や、遺族支援といった狭義の取り組みのみならず、地域において「生きる支援」に関連す

る、あらゆる取り組みを総動員して、「生きることの包括的・重層的な支援」として推進することが重

要となります。

資料：NPO 法人ライフリンク



32

２．関連分野の有機的な連携の強化

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防ぐため、様々な分野

の施策、人々や組織と密接に連携し、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括

的・重層的な取り組みを実施します。

自殺の要因となり得る生活困窮、虐待、ＤＶ（配偶者からの暴力）、性暴力被害、ひきこもり、性的

マイノリティ（性的少数者）等、関連の分野においても現場の実践的な活動を通じた連携の取り組み

が展開されていることから、連携の効果をさらに高めるため、様々な分野の生きる支援にあたる人々

がそれぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有します。

３．対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動

「対人支援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」等、対応の段階に応じたレベル

ごとの対策を強力かつ効果的に連動させ、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で自殺対策を推進

します。

また、時系列的な対応としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」と、現に

起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、自殺や自殺未遂が生じてしまった場合等に

おける「事後対応」のそれぞれの段階において施策を講じます。

４．実践と啓発を両輪として推進

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心情や背

景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った

場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の共通認識となるよう普及啓

発を行います。

住民一人ひとりが、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気付き、精神科医

等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう実践します。

５．関係機関の役割の明確化と連携・協働の推進

自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するため

には、市、関係団体、民間団体、企業、住民等が連携・協働し、まちを挙げて自殺対策を総合的に推

進することが必要です。

そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互の連携・協働の仕

組みを構築します。
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（２）自殺対策の施策体系

本市の自殺対策の取り組みと、関連する生きる支援は、大きく以下の３つの施策群から構成されま

す。

本市における自殺の実態を踏まえた「重点施策」は、「孤立」をキーワードに、不登校、ひきこも

り、うつ状態、子育てへの不安、介護疲れ、失業、過労、病苦等、様々な要因や形態からの孤独・孤

立を防ぐ包括的で重層的な支援施策とともに、自殺のハイリスク層である高齢者並びに働き盛り世

代に焦点を当てた施策をまとめています。

全市町村が共通して取り組むべきとされている「基本施策」では、「地域におけるネットワークの

強化」や「自殺対策を支える人材の育成」等、地域で自殺対策を推進していく際の基盤となる取り組

みを挙げています。

一方、｢生きる支援の関連施策」は、様々な分野の事業を「生きることの包括的重層的な支援」と

しての視点で捉え、自殺対策とも連携しながら推進できるよう、施策を取りまとめています。

＜施策のイメージ図＞

ひきこもり

不登校

うつ状態

失業
子育ての

不安
介護疲れ

病苦

重点施策

キーワード「孤立」

【基本施策４】

生きることの促進

要因への支援

【基本施策２】

自殺対策を支える

人材育成の強化

【基本施策１】

地域・市組織内におけ

るネットワークの強化

【基本施策３】

住民への啓発と周知

【基本施策５】

児童・生徒のＳＯＳの出し

方に関する教育の実践

【生きる支援の関連施策】

過労
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＜施策と取組内容＞

施策 取組内容

【重点施策１】

孤独・孤立を防ぐ支援

①孤独・孤立を防ぐ「生きるための支援施策」

②孤独・孤立を防ぐ「相談支援体制」

③孤独・孤立を防ぐ「経済的社会的な支援」の充実

【重点施策２】

高齢者並びに働き盛り世代への支援

①高齢者への「生きるための支援」の充実と啓発、連携体制

の強化

②健康づくり、居場所づくりの充実

③働き盛り世代の自殺を未然に防ぐ

【基本施策１】

地域・市組織内におけるネットワー

クの強化

①地域におけるネットワーク強化

【基本施策２】

自殺対策を支える人材育成の強化
①様々な職種と関係団体を対象とする研修の実施

【基本施策３】

住民への啓発と周知

①啓発パンフレット・相談窓口一覧の作成と周知

②相談窓口の連携強化

③住民向けの講演会やイベント等の開催

④広報啓発活動

【基本施策４】

生きることの促進要因への支援

①自殺リスクを抱える可能性のある人への支援

（居場所活動含む）

②児童・生徒や家族に対する教育相談体制・支援の充実

③うつ病が疑われる症状の早期発見

④遺された人への支援

【基本施策５】

児童・生徒の SOS の出し方に関する

教育の実践

①教職員に対する普及・啓発

②SOS の出し方に関する教育の実践

【生きる支援の関連施策】
①基本・重点施策以外のその他の「自殺対策（生きることの

包括的・重層的な支援）」の取り組み
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（３）計画の数値目標

国は、令和４年 10月に閣議決定した自殺総合対策大綱において、前大綱の数値目標を継続し「令和

８年までに自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）を平成 27 年と比べて 30％以上減少させる」

としました。県においても、「10 年間で自殺死亡率を 30％以上減少させる」とする数値目標を、令和

５年に策定した第２期和歌山県自殺対策計画において継続しています。

本計画では、基本理念（４ページ）において「誰も自殺に追い込まれることのない田辺市をめざす」

としています。「自殺で亡くなる方がゼロのまち」が到達点であることを念頭に置きながら、国及び県

の考えに沿い、「10 年間で自殺死亡率を 30％以上減少させる」ことを本計画の目標とし、前計画策定

時の自殺死亡率（26.1）を令和 11年までに 30％以上減少（18.2）させることをめざします。

また、前計画において令和６年までに「20％以上の減少をめざす」としていた自殺者数について、

現状では目標に届いていますが、令和５年に自殺者数が増加に転じている状況を考慮し、目標を継続

いたします。

【数値目標】

※自殺死亡率は人口 10万人あたりで算出するため、人口規模が小さい場合、自殺者数の増減が値に

大きく影響し、単年度の値で比較すると、計画期間中の傾向を正確に反映できない恐れがありま

す。そのため、自殺対策プロファイルでは最近５年の合計で集計する手法が採用されています。

本計画においても、５年間の平均値を用い、目標値との比較を実施することとします。

策定時

（平成 29 年）

現状

（令和６年）

目標値

（令和 11 年）

自殺死亡率

（人口：10 万対）

26.1 21.7

（令和元～５年）

18.2

自殺者数

20 人 16 人

(令和元～5 年)

11 人

目標:10年間で30％以上の減少

目標:５年間で20％以上の減少 目標:５年間で２０％以上の減少



36

７ いのちを支えるための自殺対策の取り組み

（１）重点施策

１．孤独・孤立を防ぐ支援

自殺は、その多くが追い込まれた末の死と言われ、自殺に至るまでには、過労、生活困窮、育児や介

護疲れ、いじめや孤独・孤立等の様々な社会的要因があることが知られています。

改定された自殺総合対策大綱でも、「総合的な自殺対策の更なる推進・強化」として、第一に「孤独・

孤立対策等との連携」を挙げており、団体ヒアリング調査結果やワークショップの意見でも、包括的

で重層的な「孤立させない環境づくり」が求められています。

①孤独・孤立を防ぐ「生きるための支援施策」

様々な年代における孤独・孤立リスクを想定して、生きるための包括的で重層的な支援事業に努め

ます。

事業 事業の概要 主な担当課

包括的な支援体制

の構築

社会の変化に伴って生じている課題と、これからの可能

性の両方に目を向け、重層的支援体制整備事業の検討（ア

ウトリーチ）を進めて、孤独・孤立リスクに対応していき

ます。

関係各課

母子保健推進員の妊

婦訪問

妊娠届出時や乳幼児健診時の希望者に対して、地区担当

の母子保健推進員が訪問し身近な相談相手となることで

孤立を防ぎます。

健康増進課

産前産後サポート

事業

助産師による専門的な相談や仲間づくりを目的とした教

室を行うことで育児する母親の悩みを軽減、孤立化を防

ぐことで、マタニティブルーや産後うつ、育児不安を取り

除き、虐待の早期発見や早期支援につなげます。

健康増進課

重複多受診者指導 医療機関を頻回・重複受診する方の中には、地域で孤立状

態にあったり、健康上の問題を抱えている可能性がある

ことから、訪問や相談により受診の状況を確認し、適正受

診や必要時には関係機関につなげます。

健康増進課

SOS の出し方教育の

実施

子どもの人権「SOS ミニレター」や LINE 相談、警察の「サ

ポートカード」を利用し、困ったときや悩みを抱えた際

に、自らが SOS を発信できるよう、相談方法や対応方法

についての教育を推進します。

学校教育課
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事業 事業の概要 主な担当課

いじめアンケートの

実施

いじめに関するアンケートを実施し、定期的にいじめの

防止、早期発見に努め、児童・生徒に対するメンタルケア

の充実を図ります。

学校教育課

いのちの授業の実施 中学生の「いのちの授業」、乳幼児健診の実習や赤ちゃん

のふれあい体験を行うことで、命の尊さについて学ぶ機

会を提供します。

健康増進課

情報教育の充実 児童・生徒にインターネットの利用やマナー、モラルの理

解を深めるため、青少年センター等の外部の専門家等に

よる情報モラル講座を実施します。

学校教育課

西牟婁圏域自立支援

協議会の開催

医療・保健・福祉・教育及び就労等、障害のある人への支

援体制を進める中で、緊急時の体制を構築するとともに、

圏域障害児・者相談センター等、関係機関の連携体制に取

り組みます。

障害福祉室

わかちあいの会和歌

山「うめの花」活動

への協力

大切な人を亡くされた方が気持ちをわかちあうための交

流会、講演会や音楽会等、同会の紀南地方での活動につい

て情報提供等を行います。

障害福祉室

田辺市障害者（身体・

知的相談員業務）

行政より委託した民間の協力相談員が、本人・当事者家族

の相談・情報提供等を通じ社会的孤立感の解消及び自立

生活の助長を図っていきます。

障害福祉室

田辺市地域ケア会

議・小地域ケア会議

の開催

日常生活圏域ごとのケア会議の中で、自殺のリスクを抱

えている可能性のある住民の事例検討や安心して暮らせ

るよう地域課題の検討等を通じ、関係機関の連携強化に

取り組みます。

やすらぎ対策課

虐待ネットワーク委

員会の開催

高齢者・障害者虐待ネットワークにおいて、年１回の全体

会議等を通じ、自殺対策（生きる支援）の視点での関連付

けや情報提供、連携強化に取り組みます。

やすらぎ対策課

障害福祉室

②孤独・孤立を防ぐ「相談支援体制」

あらゆる年齢層において孤独・孤立を防ぐため、生きるための包括的で重層的な相談体制の構築に

努めます。

事業 事業の概要 主な担当課

生活困窮者自立支援

事業

生活困窮等の経済的問題を抱えた住民に対し、就労準備、

家計改善支援、学習支援、住居確保、一時生活支援等、相

談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を行い

ます。

福祉課

（生活相談セン

ター）
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事業 事業の概要 主な担当課

民生委員・児童委員に

よる相談支援

民生委員・児童委員が中心となり、住民の立場に立って日

常生活上の困りごとや不安、悩みの相談を受け、情報の提

供や相談内容に応じた連携支援を行います。

福祉課

生活相談（生活相談セ

ンター）

生活相談センター等で、生活相談や就職等の相談を通じ、

どのような支援が必要か検討し、具体的な支援プランを

作成しながら自立に向けた支援を行います。

福祉課

障害者に関する相談 身体・知的・精神・難病等、障害を抱える当事者やその家

族に対し、西牟婁圏域障害児・者相談センターにて、相談

支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を行いま

す。

障害福祉室

発達に関する相談 発達や子育てに悩む親子の利用が増加傾向にあるため、

専門家による適切な関わり方等の相談支援や助言、情報

の提供、必要に応じた連携支援を行います。

健康増進課

障害福祉室

学校教育課

子育て推進課

子育てに関する相談 妊娠、出産、子育てをはじめとする様々な相談を受け付

け、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援

を行います。

健康増進課

子育て推進課

（家庭児童相談

室）

ひきこもり相談 ひきこもり状態にある青年期の若者及びその家族に対

し、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援

を行います。

健康増進課

健康相談 身体やこころの健康に関する悩みを抱える当事者や家族

に対し、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携

支援を行います。

健康増進課

いじめホットライン 学校以外の場で専門の相談員に相談できる機会を提供

し、相談の敷居を下げ、早期の問題発見・対応に向けた支

援を行います。

学校教育課

教育相談

（いじめを含む）

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等

の専門職員が、子どもの悩みや保護者の心配ごと等の相

談を受け、子どもが抱える問題の早期発見・対応につなげ

ます。

学校教育課

市民相談 各種相談を受け付ける窓口となるため、相談内容に応じ

た適切な機関につないだり、情報の提供、必要に応じた連

携支援を行います。

自治振興課

消費生活相談 消費生活や多重債務等の相談支援や助言、情報の提供や

必要に応じた連携支援を行います。
自治振興課
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事業 事業の概要 主な担当課

市民法律相談 法律的な知識を必要とする諸問題でお困りの人に、弁護士

が無料で相談に応じ、相談支援や助言、情報の提供を行い

ます。

自治振興課

人権相談 人権に関する悩みを抱えている人に対して、相談支援や助

言、情報の提供、必要に応じた連携支援を行います。
人権推進課

ＤＶ（配偶者等から

の暴力）相談

配偶者やパートナーから暴力を受けている人等に対し、相

談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を行い

ます。

男女共同参画

推進室

女性電話相談 女性が抱えるいろいろな悩みに、女性相談員が相談に応じ、

相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を行

います。

男女共同参画

推進室

納税に関する相談 納税相談等の面談を通じて生活面で深刻な問題を抱えてい

たり、困難な状況にある住民に対して情報の提供や相談内

容に応じた連携支援を行います。

収納課

③孤独・孤立を防ぐ「経済的社会的な支援」の充実

年代に関わらず孤独・孤立から脱却することができる、生きるための包括的で重層的な経済的社会

的支援に努めます。

事業 事業の概要 主な担当課

母子家庭等自立支援

事業（高等職業訓練

促進給付金事業）

ひとり親家庭の母・父が、就労に結びつきやすい資格を取

得するために養成機関での受講を行う際、受講期間につい

て給付金を支給します。

子育て推進課

自立支援教育訓練給

付金事業

ひとり親家庭の母・父の主体的な能力開発を支援するた

め、対象教育訓練講座を受講した場合、終了時に給付金を

支給します。

子育て推進課

遺児奨学金 小学生・中学生・高校生で両親がいない又はこれに準ずる

状態にある遺児に奨学金を支給します。
子育て推進課

交通遺児手当 交通事故により親の一方又は双方を失った高校生までの

交通遺児に手当を支給します。
子育て推進課

ひとり親家庭高等学

校卒業程度認定試験

合格支援事業

ひとり親家庭の母・父・20 歳未満の子どもが、高等学校卒

業程度認定試験を受けるため、講座を受講修了した際、受

講費用の一部を支給します。また合格した場合にも受講費

用の一部を支給します。

子育て推進課

助産支援 経済的理由により入院助産を受けることができない妊産

婦の入所・助産を支援します。
子育て推進課
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事業 事業の概要 主な担当課

学童保育事業 保護者が就労、病気その他の理由により下校後の児童を保育

することができない場合に、当該児童の保育事業を行いま

す。

また、悩みを抱えた子どもや保護者との接点となり、必要に

応じ連携支援を行います。

子育て推進課

保育料等納入促進 保育料滞納者に対し、面談を通じて生活面で深刻な問題を抱

えていたり、経済的困難な状況にある住民に対して情報の提

供や相談内容に応じた連携支援を行います。

子育て推進課

子育て短期支援事業

（ショートステイ）

保護者が疾病等の社会的な事由により、家庭における児童の

養育が一時的に困難となった場合や母子が経済的な理由、夫

の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に児童

福祉施設等にて養育・保護します。

子育て推進課

ファミリーサポート

センター事業

子育ての援助を受けたい人と、援助をしたい人をつなげ、相

互援助活動を支援します。
子育て推進課

母子生活支援事業 ＤＶその他の理由により、保護が必要な母子を母子生活支援

施設に措置し、生活支援等による自立促進を図ります。
子育て推進課

子育て短期支援事業

（トワイライトステ

イ）

保護者が仕事等の事由により恒常的に帰宅が夜間にわたる

場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事

の面で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設等

において生活指導、食事の提供を行います。

子育て推進課

ひとり親家庭等育児

支援助成事業

ひとり親世帯の就学前児童が利用したファミリーサポート

センター事業、病児・病後児保育事業、子育て短期支援事業

に要した費用の一部を助成します。

子育て推進課

３子以上に係る育児

支援助成事業

小学生以下の子ども３人以上を養育している世帯のうち、就

学前児童が利用したファミリーサポートセンター事業、病

児・病後児保育事業、子育て短期支援事業に要した費用の一

部を助成します。

子育て推進課

養育支援訪問事業 出産後おおむね１年未満の間における母と乳児に対し、ヘル

パーを派遣し家事・育児等の援助を行います。
子育て推進課

児童扶養手当の支給 配偶者の離婚、死別、障害等により、児童を監護・養育して

いる方に手当を支給するとともに、申請時や現況届提出時

に、申請者及び受給者に生活状況等の聴取を実施します。

市民課

要保護・準要保護児

童援助、特別支援教

育就学奨励費

経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し

て、学校で必要な費用の一部の援助を行います。 学校教育課

応急小口資金貸付事

業

本市に住所を有し、３か月以上住民登録をしている世帯主

に、一世帯につき 50,000 円を限度として貸し付けます。（連

帯保証人、生活保護受給者ではないこと等、条件あり）

福祉課
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事業 事業の概要 主な担当課

生活保護事務 生活保護法に基づき、就労可能な被保護者にはケースワーカ

ー及び就労支援員が関わり、自立生活を営めるよう支援しま

す。また、要保護者に対して、必要な指導、支援、扶助費の

支給を行います。

福祉課

田辺市中小企業信用

保証料補助金・田辺

市小企業資金利子補

給補助金・田辺市新

規開業資金利子補給

補助金

融資を活用した際の信用保証料の一部を補助するとともに、

対象融資の利子の一部を補助します。

商工振興課

住居確保給付金 離職等により住居を失った方、または失う恐れの高い方に就

職に向けた活動をする等を条件に、一定期間家賃相当額（生

活保護基準が上限）を支給し、生活の土台となる住居を整え

たうえで、就職に向けた支援を行います。

福祉課

田辺市一時生活支援

事業

住居のない方に一定期間、宿泊場所や衣食を提供し、在宅生

活・施設入所等を含め自立支援を行います。
福祉課

田辺市就労準備支援

事業

就労経験がなく、直ちに一般就労することが難しい方のため

に、その人に適した作業機会を提供し、一般就労に向けた支

援を中・長期的に行います。

福祉課

田辺市障害児者父母

の会

知的・精神障害児者及びその家族が、高齢化が進む中で、お

互いの交流を深め支え合いながら、社会参加の促進をめざす

活動を支援していきます。

障害福祉室

田辺保護司会補助金 犯罪や非行に走る人の中には、日常生活の問題や家庭や学校

の人間関係のトラブルを抱えていることも多く、適切な支援

先につなぐ必要があることから、保護司会の健全な運営を図

るため、田辺保護司会への補助金を支給します。

自治振興課

国民年金事務 国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、免除申請の

相談・受付を実施します。高齢者の老齢基礎年金、障害状態

にある人の障害基礎年金、生計を同じにしていた方の死亡に

よる遺族基礎年金等、生活を安定させるための基礎年金裁定

請求の相談・受付を実施します。

市民課

母子向け公営住宅の

運営

低所得者に向け賃貸する住宅で、20 歳未満の児童を扶養し、

同居している母子世帯を対象に公営住宅を提供します。
建築課

公営住宅事務 公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や低収入等、生

活面で困難や問題を抱えていることも少なくなく、自殺のリ

スクが潜在的に高く、生きる支援のための有効な窓口として

機能します。

建築課
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２．高齢者並びに働き盛り世代への支援

高齢者は、配偶者をはじめとした家族との死別や離別、身体疾患等をきっかけに、孤立や介護、生

活困窮等の複数の問題を抱え込みがちです。また、地域とのつながりが希薄である場合には、問題の

把握が遅れてしまい、その間に自殺のリスクが高まる恐れもあります。さらに団塊世代の高齢化が今

後進行する中で、介護にまつわる悩みや問題を抱える高齢者とその家族が、ひきこもり生活の長期化

に伴い、公的な支援につながらないまま親子が高齢化してしまう、いわゆる「8050 問題」等、高齢者

本人だけでなく、家族や世帯に絡んだ複合的な問題も増えつつあります。そうした家庭では、支えら

れる側と支える側がともに疲弊してしまい、最悪の場合は心中等、共倒れの危機につながることが懸

念されます。

これらのことを踏まえると、高齢者の自殺を防ぐには、高齢者本人を対象にした取り組みのみなら

ず、高齢者を支える家族や介護者等の支援者に対する支援も含めて、自殺対策（生きることの包括的

支援）の啓発と実践をともに強化していく必要があります。

具体的には、相談支援先の情報を高齢者や支援者に周知するとともに、自殺リスクの高い高齢者を

早期に発見し、支援へとつなげていきます。また、高齢者とその支援者が、社会的に孤立することな

く、他者と関わり、生きがいを感じられるような地域づくりを進めていきます。

本市では、男性女性ともに 60 歳以上の無職者に自殺が多くなっており、本市では重点施策として

高齢者への支援に取り組みます。

①高齢者への「生きるための支援」の充実と啓発、連携体制の強化

相談支援先の情報提供や、支援者にも情報を周知するとともに、自殺リスクの高い高齢者を早期に

発見し、支援へとつなげます。

事業 事業の概要 主な担当課

田辺市福祉バス運行

事業

一般の市民の団体が、福祉施設でのボランティア等の保

健福祉目的の活動を行う際、福祉バスを運行することで

移動手段の支援を行います。

福祉課

認知症高齢者見守り

支援事業

認知症高齢者を介護している家族等が外出したいとき等

に、支援員を居宅に派遣し、家族等に代わって見守りを行

います。

やすらぎ対策課

第 1号被保険者訪問・

通所事業

要支援及び介護保険総合事業対象者を対象に、ケアプラ

ンに基づいたサービス（訪問型Ａは生活支援サービスの

み）を提供します。

やすらぎ対策課

緊急通報装置貸与事業 一人暮らし高齢者、重度身体障害者等に対し、急病や災害

時等に迅速かつ適切な対応を図るため、端末機及びペン

ダント式の緊急装置を貸与します。

やすらぎ対策課
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事業 事業の概要 主な担当課

配食サービス事業 調理の困難な高齢者に対し、栄養バランスのとれた食事

を調理し、利用者宅へ定期的に提供するとともに、訪問の

際、安否を確認し、異常等があった場合には、関係機関と

の連携を図ります。

やすらぎ対策課

「養護老人ホーム」等

への措置

おおむね 65 歳以上の自立度の高い高齢者が、家庭環境上

や経済的理由で、自宅での生活が困難になった場合には、

「養護老人ホーム」等への措置を行うことで、生活の基盤

を確保します。

やすらぎ対策課

高齢者虐待相談事業 虐待は、家庭が困難な状況にあることの一つのシグナル

です。関係機関との連携にも努め、高齢者や養護者への支

援を行う中で、虐待の早期発見、早期支援につなげるとと

もに、背景に潜む問題への対応や、環境調整、見守りを行

うことで、問題の深刻化を防ぎ、発生のリスクを軽減しま

す。

やすらぎ対策課

高齢者への総合相談

事業

地域包括支援センターを拠点に、地域の高齢者が抱える

問題（住まい・医療・介護・介護予防・生活支援）全般の

相談に応じ、情報の提供や相談内容に応じた連携支援を

行います。

やすらぎ対策課

認知症初期集中支援

事業

医療にも介護にもつながらない、あるいは治療を中断し

ている認知症の人とその家族に対して、自宅を訪問し、集

中的（おおむね６か月）、包括的に関与し、医療・介護に

つなぐことによって、自立生活のサポートを行います。

やすらぎ対策課

あのねるーむ 地域包括支援センター職員が当事者や家族からの物忘

れ・認知症相談を受け、支援を行います。
やすらぎ対策課

認知症サポーター養成

講座

誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざして、認知症

についての正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援

する認知症サポーターを養成します。

やすらぎ対策課

65 歳以上の高齢者

実態把握事業

市内９か所の在宅介護支援センターと３か所の地域型地

域包括支援センターに委託し、65 歳以上の身近な相談窓

口として、高齢者宅を訪問し実態把握を行います。

やすらぎ対策課

適切な介護サービス等

の利用支援

高齢者の身体等の状態に合わせて、適切な時期・内容の支

援や介護サービスが利用できるように、介護保険制度の

利用案内、相談体制を充実し、高齢者の生活環境を整えま

す。

やすらぎ対策課

高齢者市営住宅の運営 低所得者向け市営住宅で、夫婦のどちらかが 65歳以上で

自立した生活ができる夫婦を対象に入居募集します。（65

歳以上の単身者世帯も応募可能）

建築課
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②健康づくり、居場所づくりの充実

高齢者の社会貢献や生きがいづくりを促進するとともに、交流や相談ができるサロン等、悩みを抱

えた人の孤独を防ぐための居場所づくりの充実に努めます。

事業 事業の概要 主な担当課

老人クラブへの活動

助成

運動や趣味、ボランティア活動等を中心に行う老人ク

ラブ活動費を助成し、高齢者の健康づくり、居場所づく

りを促進します。

やすらぎ対策課

認知症高齢者をかかえ

る家族に対する支援事

業

認知症高齢者を介護している家族等を対象に、認知症

に対する知識や日頃の不安等お互いの情報交換を行う

交流会を開催します。

やすらぎ対策課

高齢者の生きがいと

健康づくり事業

地域の各団体の協力のもと、高齢者の豊かな経験と知

識を生かし、通所により一人暮らし高齢者等に対し各

種サービスを提供することで高齢者の生きがいと社会

参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消及び自

立生活の助長を図ります。

やすらぎ対策課

サロンの活動支援 助け合いや支え合い活動の基盤となるサロン活動を支

援し、内容を充実していくため、自治会単位での活動を

一層活発化させます。また、市が実施しているサロン活

動や介護予防教室、いきいき体操といった活動を通じ

て高齢者の状況を定期的に把握します。

やすらぎ対策課

高齢者が集う機会の

提供

高齢者が地域で元気に生活ができるよう、介護予防教

室や脳リフレッシュ教室等に参加できる機会を設けま

す。

やすらぎ対策課

認知症患者とその家族

に対する支援の提供

（まめひこカフェ）

認知症の家族がいる方や認知症に関心のある人、介護

従事者等、地域で認知症に関心を持つ住民が気軽に集

まる場を開設することにより、気分転換や情報交換の

できる機会を提供します。

やすらぎ対策課
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③働き盛り世代の自殺を未然に防ぐ

働き盛り世代の自殺を未然に防ぐため、必要な人に支援が行き届くよう、相談機関・窓口につなぐ

等、様々な取り組みを進めます。

事業 事業の概要 主な担当課

生活困窮者自立支援事業

（自立相談支援事業）

生活困窮に陥っている人は、精神的にも追い込まれ、自殺

のリスクが高くなると指摘されています。生活困窮者は、生

活保護に至る前の段階であり、自立に向けた生活・家計・

就職相談等を通じて、具体的な支援プランを検討し、関係

機関につなげます。

福祉課

（生活相談セン

ター）

講座：よい眠りとは？生

活習慣を見直してみませ

んか？

市民からの依頼を受け、「よい眠り」の知識の普及啓発

講座を開催しています。

生きる支援（自殺対策）の一つとして、住民に対して意

識啓発、理解を促します。

健康増進課

元気たなべ笑いの講演会 こころにゆとりをもたらす「笑い」について、知識の普

及と機会の提供を行うための講座を開催し、生きる支援

（自殺対策）の一つとして、住民に対して意識啓発、理

解を促します。

健康増進課

元気たなべこころの講演

会

ストレスに対処できる力を高めるために、リラックス法

の体験等のストレス解消法の講座を開催し、生きる支援

（自殺対策）の一つとして、住民に対して意識啓発、理

解を促します。

健康増進課

消費生活を考えるみんな

の広場

商工フェア会場内に「消費生活を考えるみんなの広場」

のブースを設け、消費者クイズや啓発物品の配布等を行

う際に自殺対策関連の相談窓口リスト等の周知を含め、

住民に対して意識啓発を行います。

自治振興課

企業人権研修会 田辺市企業人権推進協議会の啓発事業において、生きる

支援（自殺対策）の一つとして、パンフレットを送付す

る等、会員の意識啓発、理解を促します。

商工振興課

精神保健対策 うつ病・薬物依存・アルコール中毒・ギャンブル依存・

高次脳機能障害等、精神的困難な課題に直面している方

やそのご家族に対し、早期に気づき、医療機関への受診

を勧めたり、情報提供や啓発に努めます。ストレスや落

ち込み度をチェックできるツールを提供し、うつ病等に

なる前に予防につなげていきます。

障害福祉室

健康増進課
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（２）基本施策

1．地域・市組織内におけるネットワークの強化

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた環境を整備するため、その基盤となる、地

域におけるネットワーク強化を進めます。また、自殺対策には庁内の関係課が連動し、連携強化を図り

ます。

【評価指標】

自殺対策庁内連絡会議の開催や関係課ワークショップ等、創意工夫で関係各課による連携強化、自

殺対策に関する情報共有を行います。

内容 指標目標

田辺市自殺対策庁内連絡会議等の開催 概ね年１回

①地域におけるネットワーク強化

本市における庁内の関係各課、関係団体・機関、民間団体と連携して、総合的かつ効果的に自殺対策

を推進します。

事業 事業の概要 主な担当課

地域福祉計画の推進 「たなべあんしんネットワーク」活動等を通じて、地域住

民や民間団体の自主的な福祉活動・住民と行政の協働に

より地域福祉を推進していく中で、自殺対策（生きる支

援）の視点での関連付けや情報提供、連携強化に取り組み

ます。

福祉課

子ども・子育て支援事

業計画の推進

子どもを生み育てやすくするための支援事業を推進する

中で、自殺対策（生きる支援）の視点での関連付けや情報

提供、連携強化に取り組みます。

子育て推進課

高齢者福祉計画の推

進

「田辺市長寿プラン 2024」の中で虐待ネットワーク委員

会等、自殺対策（生きる支援）の視点での関連付けや情報

提供、連携強化に取り組みます。

やすらぎ対策課

障害者計画、障害福祉

計画及び障害児福祉

計画の推進

障害児者の施策を総合的・効果的に推進する中で、自殺対

策（生きる支援）の視点での関連付けや情報提供、連携強

化に取り組みます。

障害福祉室

健康づくり計画「元気

たなべ」の推進

豊かな人生の実現のため、生きる支援の視点を持ち、生涯

にわたった健康づくりに取り組む中で、自殺対策（生きる

支援）の視点での関連付けや情報提供、連携強化に取り組

みます。

健康増進課
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事 業 事業の概要 主な担当課

男女共同参画プラン

の推進

性別にかかわりなく、人権が尊重され、男女がそれぞれの

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会づくりを推進する中で、自殺対策（生きる支援）の視

点での関連付けや情報提供、連携強化に取り組みます。

男女共同参画

推進室

学校教育指導方針の

推進

学校教育指導方針の中で、学校訪問等を通じて、豊かなこ

ころを育てる視点での関連付けや情報提供、連携強化に

取り組みます。

学校教育課

人権施策基本方針の

推進

田辺市人権施策基本方針改定版や「田辺市人権尊重のま

ちづくり条例」の中で、自殺・自死遺族の課題をあげ、生

きる支援の視点で情報提供や連携強化に取り組みます。

人権推進課

田辺市地域ケア会議・

小地域ケア会議の開

催

【重】

日常生活圏域ごとのケア会議の中で、自殺のリスクを抱

えている可能性のある住民の事例検討や安心して暮らせ

るよう地域課題の検討等を通じ、関係機関の連携強化に

取り組みます。

やすらぎ対策課

虐待ネットワーク委

員会の開催

【重】

高齢者・障害者虐待ネットワークにおいて、年１回の全体

会議等を通じ、自殺対策（生きる支援）の視点での関連付

けや情報提供、連携強化に取り組みます。

やすらぎ対策課

障害福祉室

西牟婁圏域自立支援

協議会の開催

【重】

医療・保健・福祉・教育及び就労等、障害のある人への支

援体制を進める中で、緊急時の体制を構築するとともに、

圏域障害児・者相談センター等、関係機関の連携体制に取

り組みます。

障害福祉室

障害者施策推進協議

会の開催

障害のある人への施策の推進を進める中で、協議会の定

例化で、関係機関の連携体制に取り組みます。
障害福祉室

＊【重】…基本施策及び生きる支援の関連施策の事業のうち、重点施策として掲載している事業を示

しています。
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２．自殺対策を支える人材育成の強化

自殺の可能性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺に関する正しい知識を有し、自殺の

危機を示すサインに気づいて適切な対応・連携を図ることのできる「ゲートキーパー」の役割を担う

人材の養成に努めます。

また、自殺の要因は多岐にわたることから、行政と関係機関、民間団体が協働し、「心のサポーター

養成セミナー」等の啓発を行い、支援関係者をはじめ地域や学校、職場等、様々な場面で自殺を予防

するための人材確保と養成を図ります。

【評価指標】

住民をはじめ、関係課、団体等を対象としたゲートキーパー等を養成します。

内容 指標目標

関係課、団体等を対象としたゲートキーパー研修等受講の推

奨

５年間で 250 人以上が受講

①様々な職種と関係団体を対象とする研修の実施

市職員や関係団体、事業所等、様々な職種に対し、自殺に関係する情報を提供、研修を実施し、傾聴

や相談窓口へのつなぎ方等、実践的な対応に向けた内容の研修を実施することでスキルアップを図り

ます。

事業 事業の概要 主な担当課

市職員、支援関係者への

ゲートキーパー研修受

講の推奨

自殺対策庁内連絡会議委員・庁内関係課・専門職・窓口

職員及び相談職員（介護支援専門員、相談支援専門員・

在宅介護支援センター・学校司書・養護教諭・保育士等）

に呼び掛け、ゲートキーパー研修等の受講を勧めます。

障害福祉室

総務課

関係各課

関係団体に対するゲー

トキーパー研修受講の

推奨

身体知的相談員・田辺市障害児者父母の会・身体障害者

連盟・障害者施策推進協議会委員・食生活改善推進員・

母子保健推進員・健康推進員・社会福祉協議会や民生・

児童委員・ケアマネージャー・相談支援専門員等の関係

団体に対して、機会を捉えてゲートキーパー研修等の受

講の勧奨に努めます。

障害福祉室

関係各課
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３．住民への啓発と周知

自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、住民自らが周囲の人間関係の中で、不調や変化に気づき、

助けを求めることができるよう、より一層の教育や啓発を図ります。

①啓発パンフレット・相談窓口一覧の作成と周知

様々な機会を通じ、啓発パンフレットやグッズ、相談窓口一覧等を配布し、こころの健康や自殺に

関する正しい知識の普及に努めます。

【評価指標】

自殺対策に関する啓発パンフレットや 24 時間対応を含む「悩み相談できる相談窓口案内」等の一覧

を作成し、関係窓口において周知します。

内容 指標目標

相談窓口一覧の作成と啓発パンフレット・グッズの配布 ５年間で 5,000 部配布

事業 事業の概要 主な担当課

相談窓口の情報提供 生きる支援に関する相談窓口情報を掲載し、住民に対し、

幅広い相談機関の周知を図ります。

障害福祉室

関係各課

②相談窓口の連携強化

相談窓口の周知及び相談の多様な手段の確保を図るとともに、適切な専門・関係機関へつなぐこと

ができるよう、関係する相談窓口間の連携を進めます。

特に、自殺リスクを抱えた人（失業者、介護者、ひきこもり、生活困窮者、ひとり親家庭等）が確実

に支援相談窓口の情報を得ることができるよう、24 時間体制の相談窓口やＱＲコードを掲載する等、

啓発方法を工夫します。

事業 事業の概要 主な担当課

生活困窮者自立支援

事業

【重】

生活困窮等の経済的問題を抱えた住民に対し、就労準

備、家計改善支援、学習支援、住居確保、一時生活支援

等、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支

援を行います。

福祉課

（生活相談セン

ター）

民生・児童委員による

相談支援

【重】

民生・児童委員が中心となり、住民の立場に立って日常

生活上の困りごとや不安、悩みの相談を受け、情報の提

供や相談内容に応じた連携支援を行います。

福祉課

生活相談（生活相談セン

ター）

【重】

生活相談センター等で、生活相談や就職等の相談を通

じ、どのような支援が必要か検討し、具体的な支援プラ

ンを作成しながら自立に向けた支援を行います。

福祉課
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事業 事業の概要 主な担当課

地域子育て支援センタ

ー（愛あい）

子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりの推進のため、

子育て家庭等に対する育児相談や子育て支援サークル

の支援を推進し、情報の提供や相談・助言を行います。

子育て推進課

家庭児童相談事業 家庭児童相談室にて、家庭における子育ての悩みや心配

ごとの相談に応じ、助言、指導を行い、情報の提供や相

談内容に応じた連携支援を行います。

子育て推進課

（家庭児童相談

室）

介護予防に関する相談 介護予防や日常生活総合支援事業、地域住民同士の支え

合いについて、情報の提供、必要に応じた連携支援を行

います。

やすらぎ対策課

高齢福祉に関する相談 自宅での生活が困難になった場合等の「養護老人ホー

ム」等への措置等、生活の基盤を確保するための相談に

応じ、必要に応じた連携支援を行います。

やすらぎ対策課

介護保険に関する相談 介護や介護保険等に関する悩みを抱える高齢者とその

家族に対し、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じ

た連携支援を行います。

やすらぎ対策課

高齢者福祉の総合相談 「住まい」「医療」「介護」「介護予防」「生活支援」等に

悩む高齢者とその家族に対し、相談支援や助言、情報の

提供、必要に応じた切れ目ない連携支援を行います。

やすらぎ対策課

あのねルーム 物忘れ・認知症に悩む当事者やその家族に対し、あのね

ルームで、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた

包括的な連携支援を行います。

やすらぎ対策課

障害者に関する相談

【重】

身体・知的・精神・難病等、障害を抱える当事者やその

家族に対し、西牟婁圏域障害児・者相談センターにて、

相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を

行います。

障害福祉室

発達に関する相談

【重】

発達や子育てに悩む親子の利用が増加傾向にあるため、

専門家による適切な関わり方等の相談支援や助言、情報

の提供、必要に応じた連携支援を行います。

健康増進課

障害福祉室

学校教育課

子育て推進課

子育てに関する相談

【重】

妊娠、出産、子育てをはじめとする様々な相談を受け付

け、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支

援を行います。

健康増進課

子育て推進課

（家庭児童相談

室）

ひきこもり相談

【重】

ひきこもり状態にある青年期の若者及びその家族に対

し、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支

援を行います。

健康増進課
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事業 事業の概要 主な担当課

健康相談

【重】

身体やこころの健康に関する悩みを抱える当事者や家

族に対し、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた

連携支援を行います。

健康増進課

産後ケア事業 初めての出産や産後の育児に不安のある母に対し、退院

直後から助産所に宿泊し、産後うつ予防等、母体・乳児

のケアや指導、助言、情報の提供、必要に応じた連携支

援を行います。

健康増進課

母子健康包括支援セン

ター（たなっこ）

妊娠期から就学前までの子育て世代に対し、相談支援や

助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を行い、切れ

目ない育児支援を行います。

健康増進課

いじめホットライン

【重】

学校以外の場で専門の相談員に相談できる機会を提供

し、相談の敷居を下げ、早期の問題発見・対応に向けた

支援を行います。

学校教育課

市民相談

【重】

各種相談を受け付ける窓口となるため、相談内容に応じ

た適切な機関につないだり、情報の提供、必要に応じた

連携支援を行います。

自治振興課

消費生活相談

【重】

消費生活や多重債務等の相談支援や助言、情報の提供や

必要に応じた連携支援を行います。
自治振興課

市民法律相談

【重】

法律的な知識を必要とする諸問題でお困りの人に、弁護

士が無料で相談に応じ、相談支援や助言、情報の提供を

行います。

自治振興課

人権相談

【重】

人権に関する悩みを抱えている人に対して、相談支援や

助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を行います。
人権推進課

ＤＶ（配偶者等からの

暴力）相談

【重】

配偶者やパートナーから暴力を受けている人等に対し、

相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支援を

行います。

男女共同参画

推進室

女性電話相談

【重】

女性が抱えるいろいろな悩みに、女性相談員が相談に応

じ、相談支援や助言、情報の提供、必要に応じた連携支

援を行います。

男女共同参画

推進室

納税に関する相談

【重】

納税相談等の面談を通じて生活面で深刻な問題を抱え

ていたり、困難な状況にある住民に対して情報の提供や

相談内容に応じた連携支援を行います。

収納課
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③住民向けの講演会やイベント等の開催

自殺対策に関する住民の理解を深めるため、様々なテーマを扱った講演会・イベント等を開催しま

す。

また、自殺に対する偏見をなくしていくとともに、自殺の危機やうつ病を示すサイン、対応方法等に

ついて住民の理解を促進します。

事業 事業の概要 主な担当課

自殺対策街頭啓発キャ

ンペーンの実施

９月の自殺予防週間及び３月の自殺対策強化月間の街

頭啓発キャンペーンを機会として、自殺対策関連の相談

窓口リストを配布し、住民に対して意識啓発を行いま

す。

障害福祉室

関係各課

自殺対策に関する啓発

コーナーの設置

９月の自殺予防週間及び３月の自殺対策強化月間に、田

辺市立図書館（たなべる）において、啓発コーナーを設

置し、自殺対策関連の相談窓口リストやパンフレットの

配布、関連図書を紹介し、住民に対して意識啓発を行い

ます。

障害福祉室

学校教育課

子育て講演会 産後うつや育児ストレス等は母親の自殺リスクを高め

てしまうことから、子育て講演会の機会に、生きる支援

（自殺対策）について、住民に対して意識啓発、理解を

促します。

健康増進課

講座：よい眠りとは？生

活習慣を見直してみま

せんか？

【重】

市民からの依頼を受け、「よい眠り」の知識の普及啓発

講座を開催しています。

生きる支援（自殺対策）の一つとして、住民に対して意

識啓発、理解を促します。

健康増進課

元気たなべ笑いの講演

会

【重】

こころにゆとりをもたらす「笑い」について、知識の普

及と機会の提供を行うための講座を開催し、生きる支援

（自殺対策）の一つとして、住民に対して意識啓発、理

解を促します。

健康増進課

元気たなべこころの講

演会

【重】

ストレスに対処できる力を高めるために、リラックス法

の体験等のストレス解消法の講座を開催し、生きる支援

（自殺対策）の一つとして、住民に対して意識啓発、理

解を促します。

健康増進課

消費者啓発講座 老人クラブや町内会等の消費者生活に関する啓発講座

時に、生きる支援（自殺対策）の一つとして関連付け、

住民に対して意識啓発、理解を促します。

自治振興課
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事業 事業の概要 主な担当課

消費生活を考えるみん

なの広場

【重】

商工フェア会場内に「消費生活を考えるみんなの広場」

のブースを設け、消費者クイズや啓発物品の配布等を行

う際に自殺対策関連の相談窓口リスト等の周知を含め、

住民に対して意識啓発を行います。

自治振興課

人権啓発講演会 人権学習会や講演会の機会において、自殺対策（生きる

支援）とも関連付け、住民に対して意識啓発、理解を促

します。

人権推進課

人権啓発街頭活動の実

施

「人権週間」「人権を考える強調月間」「人権擁護委員の

日」を啓発の機会をとらえ、自殺対策関連の相談窓口リ

ストを配布し、住民に対して意識啓発を行います。

人権推進課

企業人権研修会

【重】

田辺市企業人権推進協議会の啓発事業において、生きる

支援（自殺対策）の一つとして、パンフレットを送付す

る等、会員の意識啓発、理解を促します。

商工振興課

人権を考える集い すべての人権が尊重される平和で明るい社会の創造を

めざし、時代に即した講演会を実施することにより、人

権問題に対する住民の正しい理解と認識を深めるとと

もに生きる支援（自殺対策）の一つとして関連付け、住

民に対して意識啓発、理解を促します。

生涯学習課
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④広報啓発活動

自殺対策に関する理解を広げるために、パンフレット・ポスター・広報誌・ホームページ・ＳＮＳ等

を活用し、より効果的な啓発活動を推進します。

また、市ホームページ等に自殺予防に関する正しい知識や相談窓口情報等を掲載し、普及・啓発に努

めます。

事業 事業の概要 主な担当課

自殺予防週間と自殺対

策強化月間の周知・啓発

自殺予防週間（９月 10 日から 16 日まで）及び自殺対策

強化月間（３月）に合わせて、ホームページ等を活用し

て周知・啓発活動を推進します。

障害福祉室

広報等による情報提供 自治体のホームページ、広報誌等を通じて、生きる支援

（自殺対策）の一つとして、総合相談会や地域活動場所

等の各種事業・支援策に関する情報を提供します。

障害福祉室

関係各課
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４．生きることの促進要因への支援

「生きることの阻害要因（過労、生活困窮、育児、介護疲れ、いじめ等）」を減らし、「生きること

の促進要因（自己肯定感・信頼できる人間関係等）」を増やすことで、社会全体の自殺リスクを低下さ

せることが必要です。本市においても自殺対策と関連の深い様々な分野における取り組みを幅広く推

進します。

【評価指標】

「生きることの促進要因への支援」にあたる担当課の職員に対し「意識して、他の相談窓口につな

ぐことができているか」、「より円滑に連携するため、どのような研修を受けたいか」等、実施した感

想や改善すべき課題、意見を聴取します。

①自殺リスクを抱える可能性のある人への支援（居場所活動含む）

自殺を未然に防ぐため、必要な人に支援が行き届くよう、相談機関・窓口につなぎ、「生きることの

促進要因」の強化につながる様々な取り組みを進めます。

事業 事業の概要 主な担当課

民生・児童委員による

相談支援

民生・児童委員が中心となり、住民の立場に立って日常生

活上の困りごとや不安、悩み相談を受け、必要に応じて関

係機関につなげます。

福祉課

生活困窮者自立支援事

業（自立相談支援事業）

【重】

生活困窮に陥っている人は、精神的にも追い込まれ、自殺

のリスクが高くなると指摘されています。生活困窮者は、生

活保護に至る前の段階であり、自立に向けた生活・家計・

就職相談等を通じて、具体的な支援プランを検討し、関係

機関につなげます。

福祉課

（生活相談セン

ター）

子育て世代に対する支援

の提供

発達や育児への不安等から、母親がうつを抱えるリスクが

あります。専門家の相談機会の提供や、保護者同士が自

由に交流できる“子育てひろば”の開催を通じて、育児不安

の軽減や、問題を抱える保護者の早期発見と対応に努め

ます。

子育て推進課

（地域子育て

支援センター）

子ども家庭支援の運営 児童虐待に関する通報や子育て支援に関する相談に対

し、必要に応じて関係機関と連携し、課題の解決を図りま

す。ショートステイ等、保護者の負担軽減を図る支援事業を

通じて、問題の深刻化を未然に防ぎます。

子育て推進課
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事業 事業の概要 主な担当課

適切な介護サービス等

の利用支援

高齢者の関心ごとの多くは介護であり、要支援・要介護の当

事者並びにその家族は、様々な問題を抱え、自殺リスクも高

まります。高齢者の身体等の状態に合わせて、適切な時期・

内容の支援や介護サービスが利用できるよう、介護保険制

度の利用案内、相談体制を充実し、高齢者の生活環境を整

えます。

やすらぎ対策課

地域包括支援センター

の運営

高齢者は自殺のリスクが高く、背景に潜む問題について、早

期に把握、対応しながら、在宅介護支援センターや介護支援

専門員等とも連携を強化し、必要時措置を行う等の支援を実

施します。

やすらぎ対策課

虐待に関する支援 虐待は、家庭が困難な状況にあることの一つのシグナルで

す。関係機関との連携に努め、虐待の早期発見、早期支援

につなげるとともに、背景に潜む問題への対応や、環境調

整、見守りを行うことで、問題の深刻化を防ぎ、発生のリスク

を軽減します。

やすらぎ対策課

障害福祉室

子育て推進課

障害者とその家族に対

する支援の提供

障害者の直面する様々な生活上の困難への対応負担から、

当事者やその家族が疲弊し、自殺リスクを抱える可能性が

あります。

障害を抱えても、地域で自立した生活を送ることができるよ

う、関係機関との連携に努め、包括的・継続的に必要なサポ

ートを行います。

障害福祉室

母子保健事業 産後うつや育児ストレスは、母親の自殺のリスクを高める場

合があります。子育てに関する様々な悩みやストレス等に関

して、保健師・助産師が妊婦訪問・産婦訪問・母子相談等で

個別相談に応じ、早期の段階から関わり、支援につなげま

す。

健康増進課

母子保健推進員による

相談支援

母子保健推進員が、妊婦や乳児の出産や、育児に対する不

安や悩みの相談を受け、必要に応じて関係機関へつなげま

す。

健康増進課

ひきこもり対象者の居

場所づくり（ひなたの

森）

ひきこもり状態にある青年期の若者及びその家族を対象に、

集える居場所づくりを提供し、社会参加を促します。 健康増進課



57

事業 事業の概要 主な担当課

ひきこもりとその家族

に対する支援の提供

様々な生活上の困難への対応負担から、当事者やその家

族が疲弊し、自殺リスクを抱える可能性があります。ひき

こもりを抱えても、地域で自立した生活を送ることがで

きるよう、包括的・継続的に必要なサポートを行い、関係

機関との連携に努めます。

健康増進課

ＤＶ（配偶者等からの暴

力）被害者に対する支援

配偶者やパートナーから暴力を受けたＤＶ（配偶者等か

らの暴力）被害者は、自殺に及ぶ問題を抱える可能性が高

く、相談機会の提供、必要な助言、情報提供及び関係機関

につなげます。

男女共同参画

推進室

②児童・生徒や家族に対する教育相談体制・支援の充実

各小・中学校の教職員、スクールカウンセラー等を中心とした教育相談体制の充実を図ります。ま

た、児童・生徒と保護者に対するケアを充実させます。

事業 事業の概要 主な担当課

田辺市子どもの学習支

援事業等

学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動

ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の

中途退学防止に関する支援等を行います。

福祉課

田辺市適応指導教室 適応指導教室を設置し、不登校児童・生徒の居場所づく

り、学習支援を行います。
学校教育課

スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャ

ルワーカー等の配置

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等

を配置し、児童・生徒たちが出した SOS のサインに対応

し、問題解決に向けた支援を行います。

学校教育課

教育相談

（いじめを含む）

【重】

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等

の専門職員が、子どもの悩みや保護者の心配ごと等の相

談を受け、子どもが抱える問題の早期発見・対応につなげ

ます。

学校教育課

要保護・準要保護児童

援助、特別支援教育就

学奨励費

【重】

経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対

して、学校で必要な費用の一部の援助を行います。
学校教育課
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③うつ病が疑われる症状の早期発見

各種事業の中で、うつ病が疑われる症状の早期発見と早期支援に努めます。

事業 事業の概要 主な担当課

高齢者ニーズ調査によ

るうつ病の把握

３年に１度行う、高齢者ニーズ調査の質問の中に、うつ状

態の項目を入れ、活用します。
やすらぎ対策課

精神保健対策

【重】

うつ病・薬物依存・アルコール中毒・ギャンブル依存・高

次脳機能障害等、精神的困難な課題に直面している方や

そのご家族に対し、早期に気づき、医療機関への受診を勧

めたり、情報提供や啓発に努めます。ストレスや落ち込み

度をチェックできるツールを提供し、うつ病等になる前

に予防につなげていきます。

障害福祉室

健康増進課

未熟児訪問赤ちゃん訪

問事業エジンバラ質問

票の実施

未熟児や新生児、乳児の家庭を、助産師、保健師が全戸訪

問し、育児指導や相談を行うことにより育児ストレスを

軽減し、必要な場合は専門家につなぎ、早期支援に努めま

す。

健康増進課

産前産後サポート

事業

【重】

助産師による専門的な相談や仲間づくりを目的とした教

室を行うことで育児する母親の悩みを軽減、孤立化を防

ぐことで、マタニティブルーや産後うつ、育児不安を取り

除き、虐待の早期発見や早期支援につなげます。

健康増進課

産後ケア事業 育児支援や育児不安のある産後４か月までの母親が、産

科や助産所で育児支援や指導を受ける機会をつくること

で、産後うつの早期発見や、早期支援に努めます。

健康増進課

特定健康診査

検診結果説明会

血管いきいき健康室

ストレスや悩みについての有無や健康状態の聞き取り、

ストレスの解消法の説明を行うことで、自らがうつ病等

になる前に予防や必要時、医療機関につなげていきます。

健康増進課

④遺された人への支援

遺された遺族が孤立しないよう支援します。

事業 事業の概要 主な担当課

わかちあいの会和歌山

「うめの花」活動への

協力

【重】

大切な人を亡くされた方が気持ちをわかちあうための交

流会、講演会や音楽会等、同会の紀南地方での活動につい

て情報提供等を行います。
障害福祉室
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５．児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育の実践

学校では、家庭や地域との連携により、児童・生徒が命の大切さを実感できる教育だけでなく、社

会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教育（SOS

の出し方に関する教育）を推進します。

【評価指標】

いのちの授業（SOS の出し方教育）を継続し、ストレス等の対応方法を身に付け、自殺予防につなげ

ます。

内容 指標目標

いじめアンケートの実施（学校別） 年１回以上実施

いじめ認知件数の把握 年１回以上実施

学校満足度調査の実施 年１回以上実施

SOS の出し方教育の受講 義務教育修了までに児童・生徒一人につき 1回以上

①教職員に対する普及・啓発

児童・生徒が出した SOS に対して、教職員がそのサインに気がつき、対処できるよう、研修等を実

施し、教職員の資質向上につなげます。

事業 事業の概要 主な担当課

教職員の資質向上 教育相談を担当する教職員の資質向上のため、いじめに

関する研修を全ての小中学校で実施します。
学校教育課

関係機関との連携 虐待やいじめは犯罪行為として取り扱うべきものである

ため、警察や児童相談所等、関係機関との連携を強化しま

す。

学校教育課
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②SOS の出し方に関する教育の実践

児童・生徒が自己肯定感を高め、ともに尊重し合いながら生きていくことについて考える機会を提

供します。また、困難やストレスに直面した際に、信頼できる人（親、教職員、地域の相談窓口等）

に助けの声を挙げることができることをめざします。

事業 事業の概要 主な担当課

いのちの授業の実施

【重】

中学生の「いのちの授業」、乳幼児健診の実習や赤ちゃん

のふれあい体験を行うことで、命の尊さについて学ぶ機

会を提供します。

健康増進課

SOS の出し方教育の実

施

【重】

子どもの人権「SOS ミニレター」や LINE 相談、警察の「サ

ポートカード」を利用し、困ったときや悩みを抱えた際

に、自らが SOS を発信できるよう、相談方法や対応方法

についての教育を推進します。

学校教育課

教職員間の連携 児童・生徒が出した SOS に気付き、どのように受け止め

るか等、学級担任や養護教諭をはじめとした教職員等へ

の情報提供を図ります。

学校教育課

いじめアンケートの

実施

【重】

いじめに関するアンケートを実施し、定期的にいじめの

防止、早期発見に努め、児童・生徒に対するメンタルケア

の充実を図ります。

学校教育課

人権教室の実施 小学校において人権教室を開催し、人を思いやることの

大切さについて学び、いじめの未然防止に努めます。
学校教育課

道徳教育の充実 こころの健康の保持を推進し、児童・生徒の生きることの

促進要因を増やすとともに、児童・生徒の豊かな情操と道

徳心を醸成させます。

学校教育課

情報教育の充実

【重】

児童・生徒にインターネットの利用やマナー、モラルの理

解を深めるため、青少年センター等の外部の専門家等に

よる情報モラル講座を実施します。

学校教育課
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（３）生きる支援の関連施策

重点・基本施策以外のその他の自殺対策（生きることの包括的支援）についても、各分野で継続的

に取り組んでいきます。

事業 事業の概要 主な担当課

応急小口資金貸付事

業

【重】

田辺市に住所を有し、３か月以上住民登録をしている世

帯主に、一世帯につき 50,000 円を限度として貸し付けま

す。（連帯保証人、生活保護受給者ではないこと等、条件

あり）

福祉課

生活保護事務

【重】

生活保護法に基づき、就労可能な被保護者にはケースワ

ーカー及び就労支援員が関わり、自立生活を営めるよう

支援します。また、要保護者に対して、必要な指導、支援、

扶助費の支給を行います。

福祉課

住居確保給付金

【重】

離職等により住居を失った方、または失う恐れの高い方

に就職に向けた活動をする等を条件に、一定期間家賃相

当額（生活保護基準が上限）を支給し、生活の土台となる

住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行います。

福祉課

田辺市一時生活支援

事業

【重】

住居のない方に一定期間、宿泊場所や衣食を提供し、在宅

生活・施設入所等を含め自立支援を行います。 福祉課

田辺市就労準備支援

事業

【重】

就労経験がなく、直ちに一般就労することが難しい方の

ために、その人に適した作業機会を提供し、一般就労に向

けた支援を中・長期的に行います。

福祉課

母子家庭等自立支援

事業（高等職業訓練促

進給付金事業）

【重】

ひとり親家庭の母・父が、就労に結びつきやすい資格を取

得するために養成機関での受講を行う際、受講期間につ

いて給付金を支給します。
子育て推進課

自立支援教育訓練給

付金事業

【重】

ひとり親家庭の母・父の主体的な能力開発を支援するた

め、対象教育訓練講座を受講した場合に終了時に給付金

を支給します。

子育て推進課

遺児奨学金

【重】

小学生・中学生・高校生で両親がいない又はこれに準ずる

状態にある遺児に、奨学金を支給します。
子育て推進課

交通遺児手当

【重】

交通事故により、親の一方又は双方を失った高校生まで

の交通遺児に手当を支給します。
子育て推進課

ひとり親家庭高等学

校卒業程度認定試験

合格支援事業

【重】

ひとり親家庭の母・父、20 歳未満の子どもが、高等学校

卒業程度認定試験を受けるため、講座を受講修了した際、

受講費用の一部を支給します。また合格した場合にも受

講費用の一部を支給します。

子育て推進課
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事業 事業の概要 主な担当課

助産支援

【重】

経済的理由により入院助産を受けることができない妊産

婦の入所・助産を支援します。
子育て推進課

学童保育事業

【重】

保護者が就労、病気その他の理由により下校後の児童を

保育することができない場合に、当該児童の保育事業を

行います。

また、悩みを抱えた子どもや保護者との接点となり、必要

に応じ連携支援を行います。

子育て推進課

保育料等納入促進

【重】

保育料滞納者に対し、面談を通じて生活面で深刻な問題

を抱えていたり、経済的困難な状況にある住民に対して

情報の提供や相談内容に応じた連携支援を行います。

子育て推進課

子育て短期支援事業

（ショートステイ）

【重】

保護者が疾病等の社会的な事由により家庭における児童

の養育が一時的に困難となった場合や、母子が経済的な

理由や夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場

合等に児童福祉施設等にて養育・保護します。

子育て推進課

ファミリーサポートセ

ンター事業

【重】

子育ての援助を受けたい人と、援助をしたい人をつなげ、

相互援助活動を支援します。 子育て推進課

母子生活支援事業

【重】

ＤＶその他の理由により、保護が必要な母子を母子生活

支援施設に措置し、生活支援等による自立促進を図りま

す。

子育て推進課

子育て短期支援事業

（トワイライトステ

イ）

【重】

保護者が仕事等の事由により恒常的に帰宅が夜間にわた

る場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導

や家事の面で困難を生じている場合に、その児童を児童

福祉施設等において生活指導、食事の提供を行います。

子育て推進課

ひとり親家庭等育児支

援助成事業

【重】

ひとり親世帯の就学前児童が利用したファミリーサポー

トセンター事業、病児・病後児保育事業、子育て短期支援

事業に要した費用の一部を助成します。

子育て推進課

３子以上に係る育児支

援助成事業

【重】

小学生以下の子ども３人以上を養育している世帯のう

ち、就学前児童が利用したファミリーサポートセンター

事業、病児・病後児保育事業、子育て短期支援事業に要し

た費用の一部を助成します。

子育て推進課

養育支援訪問事業

【重】

出産後おおむね１年未満の間における母と乳児に対し、

ヘルパーを派遣し家事・育児等の援助を行います。
子育て推進課

田辺市障害児者父母

の会

【重】

知的・精神障害児者及びその家族が、高齢化が進む中で、

お互いの交流を深め支え合いながら、社会参加の促進を

めざす活動を支援していきます。

障害福祉室
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事業 事業の概要 主な担当課

田辺市身体障害者連盟 知的・精神障害児者及びその家族が、高齢化が進む中で、

お互いの交流を深め支えあいながら、社会参加の促進を

めざす活動を支援していきます。

障害福祉室

田辺市障害者（身体・

知的相談員業務）

【重】

行政より委託した民間の協力相談員が、本人・当事者家族

の相談・情報提供等を通じ社会的孤立感の解消及び自立

生活の助長を図っていきます。

障害福祉室

妊娠届(妊婦健康診査

費助成事業・産婦健康

診査)・ハイリスク妊婦

の訪問

妊娠期から健康管理を図り、子どもへの愛着形成の一助

を担うとともに、出産後の産後うつの早期発見と予防を

行う事で虐待やハイリスク妊産婦を支援します。
健康増進課

母子保健推進員の妊婦

訪問

【重】

妊娠届出時や乳幼児健診時の希望者に対して地区担当の

母子保健推進員が訪問し、身近な相談相手となる事で孤

立を防ぎます。

健康増進課

マタニティスクール・

育児教室の開催

妊娠期～出産まで妊娠期における出産準備のためのマタ

ニティスクールや産後の子育て教室等を開催し、専門家

から知識を得たり相談の機会を設けることで、不安・スト

レスの軽減、生きる力を育み包括的な支援を行います。

健康増進課

重複多受診者指導

【重】

医療機関を頻回・重複受診する方の中には、地域で孤立状

態にあったり、健康上の問題を抱えている可能性がある

ことから、訪問や相談により受診の状況を確認し、適正受

診や必要時には関係機関につなげます。

健康増進課

未熟児養育医療・小児

慢性特定疾病・児童等

日常生活用具給付事業

NICU による高度医療を受けた児に対して医療費助成や小

児慢性特定疾患児童への日常生活用具給付事業を行うこ

とで経済的負担や生活負担の軽減を図り家族のストレス

を軽減する等、包括的な取り組みにつなげます。

健康増進課

各種検診事業 検診の周知・啓発や受診勧奨を行い、受診率の向上に努め

ることにより、疾病の早期発見・早期治療につなげます。
健康増進課

食生活改善推進員養成

講座

地域住民の食生活の改善を図ることを目的に活動するヘ

ルスメイトを養成します。
健康増進課

健康推進員研修会 健康に関する知識を身につけ、地域ぐるみで健康づくり

の輪を広げる推進役で、検診受診の声掛けや行政とのつ

なぎ役等の活動を行います。健康推進員の研修会等を支

援します。

健康増進課
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事業 事業の概要 主な担当課

交通安全対策に関する

啓発

交通事故の加害者・被害者ともに、事故後には様々な困難

や問題に直面する可能性があります。田辺市民運動推進

協議会において、交通事故をなくすために啓発活動等を

行います。

自治振興課

田辺保護司会補助金

【重】

犯罪や非行に走る人の中には、日常生活の問題や家庭や

学校の人間関係のトラブルを抱えていることも多く、適

切な支援先につなぐ必要があることから、保護司会の健

全な運営を図るため、田辺保護司会への補助金を支給し

ます。

自治振興課

国民年金事務

【重】

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、免除申

請の相談・受付を実施します。高齢者の老齢基礎年金、障

害状態にある人の障害基礎年金、生計を同じにしていた

方の死亡による遺族基礎年金等、生活を安定させるため

の基礎年金裁定請求の相談・受付を実施します。

市民課

児童扶養手当の支給

【重】

配偶者の離婚、死別、障害等により、児童を監護・養育し

ている方に手当を支給するとともに、申請時や現況届提

出時に、申請者及び受給者に生活状況等の聴取を実施し

ます。

市民課

母子向け公営住宅の

運営

【重】

低所得者に向け賃貸する住宅で、20 歳未満の子どもを扶

養し、同居している母子世帯を対象に公営住宅を提供し

ます。

建築課

公営住宅事務

【重】

公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や低収入等、

生活面で困難や問題を抱えていることも少なくなく、自

殺のリスクが潜在的に高く、生きる支援のための有効な

窓口として機能します。

建築課

田辺市中小企業信用保

証料補助金・田辺市小

企業資金利子補給補助

金・田辺市新規開業資

金利子補給補助金

【重】

融資を活用した際の信用保証料の一部を補助するととも

に、対象融資の利子の一部を補助します。

商工振興課

学校司書 田辺市内小中学校に学校司書を配置することで、命や健

康に関する図書を紹介します。
学校教育課
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８ 計画の推進

１．計画の推進体制

本計画の実効性を高め、総合的に推進していくためには、市の取り組みだけではなく、周辺地域や

関係機関との緊密な連携が欠かせません。そのため自殺を取り巻く社会状況の変化を踏まえつつ、適

切な役割分担のもと、地域の関係機関との連携を図りながら、効果的な自殺対策のあり方を継続的に

検討します。

２．それぞれの役割について

①行政の役割

住民の身近な存在として、相談窓口の充実と周知、個別支援の充実、本計画に基づく施策の実施と

検証の PDCA サイクルの運営等、全庁を挙げて対策の主要な推進役を担います。

②関係機関・団体の役割

自殺対策には、その背景にある複合的な要因への対策が重複する部分が少なくありません。このた

め、関係機関・団体においては、相互に緊密な情報交換を行いながら、連携した取り組みを進めます。

③企業・事業所の役割

仕事における強いストレスや不安を抱えている従業員に対するメンタルヘルスケアの取り組みを

一層推進し、ストレスの要因となる職場環境の改善や、うつ病の早期発見と早期治療等への取り組み

を進めます。

④教育関係者の役割

児童・生徒の心身の健康づくりや、生きる力を高めるための教育、自殺予防のための教職員の研修

等により、子どもの自殺予防の取り組みを進めます。

⑤住民の役割

身近な人が悩んでいる場合に、早めに気づき、気になったら「声をかける」「話をよく聴く」、「必要

な相談先に寄り添いながらつなぐ」ことができるよう住民一人ひとりが自殺対策に関心を持ち、理解

を深めます。

３．計画の進捗状況の確認

本計画に掲げた各事業については、実施状況の確認を行うとともに、必要に応じて事業の見直しや

新たに必要な事業を実施します。
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和歌山県自殺対策推進センター相談専用電話
年中無休 24 時間 365 日対応

和歌山県公式 LINE 相談「いのちのセーフティーラインわかやま」

平日 9:00〰17:00（年末年始除く）

資料編

主な悩み別相談窓口一覧

はあとライン

０５７０－０６４－５５６

いのちの電話        社会福祉法人 和歌山いのちの電話協会
０７３－４２４－５０００・・年中無休 10 時～22時

０１２０－７８３―５５６・・毎日 16：00～21：00 毎月 10日は 24時間相談(通話料無料)

０５７０－７８３－５５６・・年中無休 10 時～22時

相談内容 相談窓口 電話番号 相談日時

精神疾患やこころ

の健康、ひきこも

り、依存症・嗜癖等

和歌山県 田辺保健所 0739-22-1200 平日 9:00～17:45

ひきこもり相談

田辺市 健康増進課

ひきこもり相談窓口「ひ

とのわ」

0739-26-4933

✉ shc@city.tanabe.lg.jp

平日 8:30～17:15

（来所の場合は要予約）

薬物に関する相談

薬物依存症当事者･

その家族等

和歌山県 田辺保健所

0739-26-7934

✉

yakubutsu_soudan@pref.wakayama.lg.jp

平日 9:00～17:45

人権全般に関する

相談

みんなの人権 110 番（和

歌山地方法務局）
0570-003-110 平日 8:30～17:15

人権ホットライン（和歌

山県人権啓発センター）
073-421-7830 平日 9:00～16:00

田辺市 人権推進課 0739-26-9912 平日 8:30～17:15

子どもの人権全般

についての相談

子どもの人権 110 番（和

歌山地方法務局）
0120-007-110 平日 8:30～17:15

女性の人権全般に

ついての相談

女性の人権ホットライ

ン（和歌山地方法務局）
0570-070-810 平日 8:30～17:15

妊娠期から出産・子

育て相談
こども家庭センター

0739-33-7115（健康増進課）

✉kenkou@city.tanabe.lg.jp

0739-26-4927（子育て推進課）

✉kosodatesuishin@city.tanabe.lg.jp

平日 8:30～17:15

※木曜日は助産師による

相談可

愛あい子育て相談

子育てに迷い悩ん

だら

地域子育て支援センタ

ー愛あい（もとまち保育

所内）

0739-22-9285 平日 8:30～17:15

家庭における子育

ての悩みや心配事
田辺市 家庭児童相談室     0739-26-4926 平日 9:00～17:00
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相談内容 相談窓口 電話番号 相談日時

いじめについて
いじめホットライン

◇いじめ相談専用  

0739-26-3224

✉ijime110@city.tanabe.lg.jp
平日 9:00～16:00

いじめ、不登校等

教育に関する相談
田辺市教育研究所 0739-25-1511 平日 9:00～16:00

若者（概ね 15 歳～39

歳まで）の様々な悩

み、問題についての

相談

若者サポートステーシ

ョン With You 南紀

0739-24-0874

https://with-you-wakayama.jp
平日 10:00～17:00

児童生徒のためのあ

らゆる相談

こども SOS ダイヤル

（和歌山県教育委員会）
073-422-9961 24 時間(365 日対応)

児童虐待や子ども

（18 歳未満）につい

てのあらゆる相談

和歌山県紀南児童相談

所
0739-22-1588 平日 9:00～17:45

ＤＶ（配偶者等から

の暴力）相談

田辺市 男女共同参画推

進室
0739-26-4936 平日 8:30～17:15

女性電話相談

女性が直面する様々

な悩み相談

田辺市 男女共同参画セ

ンター
0739-26-4919

平日 9:00～12:00

※女性相談員が対応しま

す。

和歌山県 西牟婁振興局

健康福祉部
0739-22-1200 平日 9:00～17:45

家庭や職場のこと、

生き方への不安等、

様々な悩みに関する

相談

和歌山県ジェンダー平

等推進センター“りぃぶ

る”総合相談

073-435-5246

火～土 9:00～20:30

（受付 20:00 まで）

  日 9:00～17:00

（受付 16:30 まで）

（祝日、年末年始を除く）

配偶者からの暴力・

女性のさまざまな相

談

和歌山県ＤＶ相談支援

センター
073-445-0793

全日 9:00～21:30

（年末年始は除く）

性暴力被害に関する

相談

性暴力救援センター和

歌山 わかやま mine
073-444-0099 #8891

24 時間 365 日（22：00～

翌 9:00、年末年始はコー

ルセンター対応）

高齢福祉についての

相談

田辺市 やすらぎ対策課

高齢福祉係
0739-26-4910 平日  8:30～17:15

介護保険等について

の相談

田辺市 やすらぎ対策課

介護保険係
0739-26-4931 平日  8:30～17:15

高齢者福祉の総合相

談

田辺市 やすらぎ対策課

地域包括支援センター

係

0739-26-9906 平日  8:30～17:15

認知症に関する専門

医療相談（電話相談、

面接相談）

南和歌山医療センター

認知症疾患医療センタ

ー

0739-24-3028 平日  8:30～17:15

当事者の気持ち、家

族の気持ち、認知症

に関わる相談

和歌山認知症なんでも

電話相談（和歌山県認知

症支援協会）

073-444-0030 平日 10:00～15:00

認知症に関する本

人・家族の相談に応

じ、必要な場合は関

係機関に繋げます

認知症コールセンター

（認知症の人と家族の

会和歌山県支部）

0120-783-007

073-432-7660

月～土 10:00～15:00

（祝日、年末年始を除く）

障害者福祉について

の相談
田辺市 障害福祉室 0739-26-4902 平日  8:30～17:15

障害のある方とその

家族等の相談

西牟婁圏域障害児・者相

談センターにじのわ 0739-26-4923 平日  8:30～17:15
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相談内容 相談窓口 電話番号 相談日時

障害者の雇用に関す

る相談

和歌山県障害者職業セ

ンター
073-472-3233 平日  8:45～17:00

働く人の「こころ」

と「からだ」の健康

に関する相談

和歌山産業保健総合支

援センター
073-421-8990

平日  8:30～17:15

（要予約）

雇用や賃金等の労働

条件、いじめや嫌が

らせ等労働問題全般

の相談

和歌山県労働情報セン

ター
073-436-0735

火・水・木・金

16:00～20:00

土・日 10:00～16:00

（祝日、年末年始を除く）

消費生活に関する相

談
田辺市 自治振興課 0739-34-2460

月・火・木・金 13：00～

16：00（祝日、年末年始を

除く）※消費者生活相談

員がお受けします。

市民法律相談 田辺市 自治振興課 0739-26-9911

原則月曜日 14:00～16:00

（要予約）

（祝日、年末年始を除く）

市民相談 田辺市 自治振興課 0739-26-9911 平日  8:30～17:15

生活相談（生活困窮

者自立支援）

田辺市 生活相談セン

ター
0739-33-7641 平日  8:30～17:00

外国人相談（事前に

要問合せ）

田辺市 国際交流セン

ター
0739-33-9019 平日  9:00～16:00

借金問題に関する法

律相談（面接相談）
和歌山弁護士会 073-422-5005

金 18:00～20:00

（要予約）

（祝日、年末年始を除く）

契約トラブル・悪徳

商法、法的トラブル

等の法律相談。相続

等登記相談

和歌山県司法書士会 司

法書士総合相談センタ

ー

073-422-4272

073-422-0568

月～金 9:00～17:00

土 13:00～16:00

（祝日、年末年始を除く）

法的ﾄﾗﾌﾞﾙに関する

総合案内、情報提供、

経済的にお困りの方

への無料法律相談や

裁判費用等の立替制

度のついてのご案内

法テラス和歌山 050-3383-5457 平日 9:00～17:00

法テラス サポートダイ

ヤル
0570-078-374

月～金  9:00～21:00

土   9:00～17:00 

（祝日、年末年始を除く）

犯罪被害者支援に関

する相談

田辺市 自治振興課 0739-26-9911 平日  8:30～17:15

紀の国被害者支援セン

ター
073-427-1000

平日 10:00 ～ 16:00

土 13:00 ～ 16:00

（祝日、年末年始を除く）

※この情報は令和７年３月現在です。今後、変更される事があります。

和歌山県精神保健福祉センター

生きる支援相談窓口一覧➤➤➤



69

田辺市第２期自殺対策計画

令和７年３月

発行：田辺市 障害福祉室

〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目 5 番 1 号

電話 0739-26-4902



田辺市第２期自殺対策計画

誰も自殺に追い込まれることのない
いのち支える田辺市をめざして

田
辺
市
第
２
期
自
殺
対
策
計
画

令
和
７
年
３
月　
　

田
辺
市

令和7年３月

田辺市

田辺市


	（１）計画策定の背景と趣旨
	（２）計画の位置付け
	（３）計画の期間
	（４）計画の基本理念
	（１）近年の社会動向
	（２）自殺者数の推移
	（３）自殺死亡率の推移
	（４）男女別・年代別自殺死亡率
	（５）自殺者の原因・動機別人数
	（６）自殺者の職業別割合
	（１）調査の概要
	（２）結果の概要
	① スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー
	② 学校関係（小・中学校の教職員等）
	③ 地域団体(民生児童委員協議会等)	
	④ 商工農業漁業関係等（商工会議所等）

	（１）実施の概要
	（２）実施の結果
	（１）自殺対策の基本方針
	（２）自殺対策の施策体系
	（３）計画の数値目標

	（１）重点施策
	①高齢者への「生きるための支援」の充実と啓発、連携体制の強化
	②健康づくり、居場所づくりの充実
	③働き盛り世代の自殺を未然に防ぐ

	（２）基本施策
	1．地域・市組織内におけるネットワークの強化
	①地域におけるネットワーク強化

	２．自殺対策を支える人材育成の強化
	①様々な職種と関係団体を対象とする研修の実施

	３．住民への啓発と周知
	①啓発パンフレット・相談窓口一覧の作成と周知
	②相談窓口の連携強化
	③住民向けの講演会やイベント等の開催
	④広報啓発活動

	４．生きることの促進要因への支援
	①自殺リスクを抱える可能性のある人への支援（居場所活動含む）
	②児童・生徒や家族に対する教育相談体制・支援の充実
	③うつ病が疑われる症状の早期発見
	④遺された人への支援

	５．児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育の実践
	①教職員に対する普及・啓発
	②SOSの出し方に関する教育の実践

	（３）生きる支援の関連施策

